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議長の開議宣告 

 

議長（恩田 稔） 

これより本日の会議を開きます。 

                          ―（午前 10 時 00 分）― 

 

議事日程の報告 

 

議長（恩田 稔） 

 本日の議事日程はお手元に配布したとおりです。 

 

日 程 第 １ 

一般質問 

 

議長（恩田 稔） 

 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 通告に従って、順次発言を許可いたします。 

 質問は、１回目は演壇で、２回目以降は質問席で行ってください。 

 なお、一般質問は１議員につきおおむね 60 分以内に制限し、３回以上の発言を許可いたし

ます。質問、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

２番、小木曽茂子です。通告に基づいて、大きく３点について御質問いたします。 

１．緊急時の医療、介護について。老老介護、ひとり暮らし、障害者世帯に、病人、けが人、

その他、緊急の理由で生活が困難時の支援の体制について伺います。 

２．町自然保護条例制定についてお伺いします。同じジオパーク圏内の栄村において、自然保

全条例制定に向けた調査等が行われています。津南町はどうするおつもりでしょうか。 

３．移住・定住に関する提言書について。若手職員が移住・定住に関する提言書を町に提出し

たと聞いております。 

（１）コーディネーター、サポーター制度について、まずお伺いします。 

（２）各課の役割分担について、お願いします。 

（３）現状の移住者への対応について、お伺いします。 

壇上では以上です。 

 

議長（恩田 稔） 

 答弁を求めます。 

 町長。 



 

町長（桑原 悠） 

２番、小木曽茂子議員にお答えいたします。 

１点目、「介護、ひとり暮らし、障害者世帯に病人、けが人、その他の理由で生活が困難時

の支援について」お答えします。介護、ひとり暮らし、障害者世帯など、支援者がいない世帯

で病人、けが人などが出た場合や、支援者が病気、けが、その他の理由で支援ができなくなっ

たような際、まずはその状況を早期に把握することが重要であると考えており、民生委員の見

守りや緊急通報装置の活用、ケアマネージャーや介護サービス事業所等との情報共有等によ

り、緊急時においても迅速に情報把握できるよう取り組んでおります。これらの情報から、突

発的に介護や居場所の確保などの支援が必要となった場合については、介護事業所や障害者事

業所、津南病院との連携、高齢者生活福祉センターなどの町の施設の活用など、状況に応じて

対応してまいりたいと考えております。津南病院では、地域包括ケア病床のレスパイト入院と

して、在宅介護における介護者のサポートのための入院も行っております。現時点において

は、個々の事案に対し対応しておりますが、地域の資源を有効に活用し、更に連携を深めなが

ら、必要な支援体制が構築できるよう努めてまいりたいと考えております。 

２点目、「同じジオパーク圏内の栄村において自然保全条例制定を受けた調査などが行われ

ていることに対する津南町の考えについて」お答えをいたします。苗場山麓ジオパーク構成自

治体の栄村は、平成２年６月に「栄村自然環境保護条例」を制定し、その後、平成３年３月の

施行規則によって運用されております。また、昨年から専門調査員による希少野生動植物の調

査活動を行い、保護に向けた取組を更に実効性のあるものとするために活動を始めているとお

聞きしているところです。津南町におきましては、自然保護の取組について、現状を踏まえ段

階的に対応する方法を考えてまいりました。その取組の一つが令和２年６月に制定した「苗場

山麓ジオパーク自然資源・文化資源保護憲章」です。この目的は、苗場山麓に点在するこの地

域ならではの貴重な自然資源と文化資源の存在と意義を住民に知ってもらい、自然を尊び、自

然に親しみ、美しい景観を保全していくことは住民の責務であるということを伝えるメッセー

ジです。そのために、学校や町民などが集う公共施設・宿泊施設などに掲示をしております。

自然環境の保護・保全の必要性について感じているところです。しかしながら、昨年 12 月議

会の教育長答弁でも申し上げましたように、自然環境保護条例の制定については、町づくりと

とても大きく関わることから、条例の目的と手段、効果を基礎付ける社会的な事実確認等を慎

重に検証する必要があること、関係部署、関係者との十分な協議が必要であると考えておりま

す。こうしたことから、将来的には、津南町でも自然保護の体制づくりを進め、関係部署、関

係機関、関係者と連携し、「自然環境保護条例」の必要性を議論し、検討していくことは必要

であると思います。現時点では、まず、「苗場山麓ジオパーク自然資源・文化資源保護憲章」

の周知を図り、町民の自然資源・文化資源の保護に対する意識を高めていくことが大切である

と考えます。また、栄村の取組状況をお聞かせいただくとともに、新潟県では、今年、「新潟

県希少野生動植物保護条例」を制定し、５月１日から施行しておりますので、その条例につい

て今後確認をしてまいりたいと思っております。 

３点目、「移住・定住に関する提言書について」お答えします。 

まず、移住コーディネーター、サポーター制度の御質問です。移住コーディネーターは、町

が雇用する移住の専門員です。移住者の一次窓口としての相談のなかで、移住に対する様々な

思いを汲み取って、移住者の理想に近い地域との仲立ちをしたり、役場の各種支援策を紹介し

たり、移住者の持つ能力と人材募集をしている地域企業をマッチングしたり、地域の工務店や

専門家を紹介したりという、総合的なサポートをさせていただきたいと思います。また、移住



サポーター制度ですが、こちらは登録制の無償ボランティアとなります。移住サポーターの役

割は、地域に移住してきた若しくは移住を検討している人を住民に紹介したり、取り持っても

らうということです。ごみの出し方、除雪の仕方、集落の共同作業、集落費などの集落のしき

たりを教えていただいたり、野菜の育て方や冬タイヤの付け替え方、住宅改修のアドバイスな

ど、特に行政や移住コーディネーターでは手の届かないような細かい部分の決め細やかなサポ

ートしていただける役割を考えております。サポーターは自分のできる移住に関する協力をで

きる範囲で、コーディネーターは町全体の移住の一次窓口として機能させていきたいと考えま

す。 

次に、「各課の役割分担について」ですが、役場のほとんどの部署で人口減少対策や転入者

支援で何らかの業務を行い、関係しておりますが、一次相談窓口としての移住・定住施策は観

光地域づくり課がこれまで担ってきました。今後は、役場の施策立案は従来どおり各課で行い

ますが、移住コーディネーターが移住者のニーズに合わせ各課の補助メニューを紹介していく

かたちも増えてくると考えています。移住・定住プロジェクトチームから提言のあった各種施

策については、各課で施策の妥当性を再チェックして、実現を図ってまいります。 

最後に、「現状の移住者への対応」ですが、移住相談会などは年間数名の参加をいただいて

おります。相談会参加者については、地域をよく知ってからお出でいただき、空き家のある地

域へとつなげることとなります。また、新規就農相談があった場合は、県と連携して就農に向

けた相談にのったり、就農時にファームハイツなどを紹介しております。しかし、担当課で全

く把握できていない移住者も散見しております。これらの人は、独自の地域住民や空き家との

縁によって移住してきているものと思われます。町民班の窓口をはじめ、各課とも連携し、で

きるだけ細かく移住者を拾って、必要な支援がないか検討していきたいと考えております。 

 

議長（恩田 稔） 

２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

１番の緊急時の医療、介護の支援について、お伺いします。まず、町内で聞き取りをした結

果について、お話をさせていただきます。５例ございます。 

80 代の夫婦２人暮らし。２人ともがん手術。軽度の認知症と精神障害がある。２人でなん

とか暮らしてきたため、介護認定を受けていない。１人が入院すると、残されたものへの支援

がない。 

２、70 代、２人暮らし。１人は車椅子。介護者が骨折、残されたものが入られる病院や介

護施設のベッドがなかなか空かない。這って介護を続ける。公的支援なし。数日後、ベッドが

確保できるが、１週間ごとの移動で落ち着けない。 

３、80 代２人暮らし、妻が末期癌となる。夫が１人で残され、神経を病む。介護認定され

ていないため、弁当の配送、家事援助が受けられない。退院後、通院支援もなく、ガイドヘル

パーもいない。通院支援は友人に頼むが、冬季が心配である。個人的に保健師に相談して、支

援体制を作ってもらう。その後、在宅看護も入っているが、冬季の医療介護が可能か心配が尽

きない。何のために長年、介護保険料を払ってきたのか疑問に思う。 

４番、障害者、目が不自由だが、外出時、ガイドヘルパーがいない。ガイド料を日当で払う

ことにすれば、人も集まるのではないか。 



５番、80 代ひとり暮らし、体が弱り、ほとんど寝たきり。民生委員が毎日見守りに通う。

ペットの世話ができず、住居は汚れ放題。当人死亡後、ペットを保健所に民生委員が連れてい

く。夜間休日の支援体制が必要と思う。 

こうしたことを周りで聞き取ってまいりました。このことは、この半年か１年の間に私の周

りで起こっていることです。この現状をお聞きになってどう考えでしょうか、町長。 

 

議長（恩田 稔） 

福祉保健課長。 

 

福祉保健課長（鈴木正人） 

 今ほど、個別の事案を拾い上げていただいたということで、大変ありがとうございます。今

ほどの事例のお話を聞いておりますと、町の支援、何らかの支援を受けていただくことができ

る事例がかなりあるのではないかと思っているところでございます。町では、保健師を多数雇

用しておりまして、そういったなかで地域に出向いてということで、地域の事案をいろいろ拾

い上げをさせていただいてるところですが、そういった部分で、どうしても漏れてしまう場合

もあるかと思っております。声を上げられるかただけが町のほうへ何らかの支援を、声を上げ

るということだけではなくて、やはり声を上げられないかたの部分の支援の声を拾い上げるこ

とが非常に重要かと思っておりますので、町のほうも引き続きそういった声を拾い上げられる

よう努力してまいりますが、もし、そういった事案がございましたら、町のほうへお伝えいた

だきますようお願いできればと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

 ありがとうございます。今回は、緊急時に限ったことを御質問いたします。全体の体制とし

ては、町としては時間がたてば、それぞれの支援体制ができているということは感心しており

ます。まず、緊急時に当事者が困るのは、いざというときに、どこに相談していいか分からな

い。そのことが周知されていないということです。そして、「相談すると、役場は、『子どもは

頼れないのか。近所に頼れる親族等はいないのか。』と言われます。いれば、相談はしな

い。」、このように当事者は言っています。介護保険制度とは、これまで日本の社会が持ってい

た家族制度や近隣住民の互助制度が戦後の経済の急激な復興のなかで、ほとんど壊滅し、機能

しなくなった。その代償措置として、社会的支援体制を整えなければならないという状況が生

まれて、介護保険制度や後期高齢者医療制度が制定されたのではないかと思います。そうでは

ありませんか。 

 

議長（恩田 稔） 

 福祉保健課長。 

 

 



福祉保健課長（鈴木正人） 

 地域の中、あるいは御家族の中で、それぞれ御支援をいただくということも、共助という意

味で非常に重要なことだと思っているところでございます。ただ、やはりそれだけでは支援が

足りない、どうしても支援という部分で不足するという際には、これは町のほうが何らかの支

援をしていくべきことだと思っているところでございます。町は、福祉保健課のほうで、そう

いった皆さんの声を拾わせていただく部署でございますので、そういった際には、ぜひ福祉保

健課のほうに御相談いただければと思っておるところでございます。福祉保健課のほうでは、

包括支援センターで、主に高齢者の支援を中心とした御相談に応じておるところでございます

し、障害の分野につきましても、子育ての部分につきましても、相談をお受けさせていただき

たいと思っておりますので、ぜひ町のほうへお声がけいただければと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

 介護保険制度の考え方についてなのですけれども、皆さんが異口同音におっしゃるのは、介

護認定を受けていないから介護制度が利用できないということです。緊急時に。介護保険とい

うのは、介護認定がされれば、援助を受けられる制度であると、こういうふうに認識されてい

るのではないかと思うのです。そうではなくて、先ほど申しましたように、介護保険制度が何

ゆえ作られたかというと、戦後、こうした状況の核家族化というような状況のなかで、家族内

での支援や地域住民の互助ということが薄くなってきている。こういう状況のなかで、介護支

援制度というのができているのであるから、介護認定というのは、その後の制度の運用面であ

って、介護制度をきちんとそういう緊急時にも使えるものにする必要があると私は考えます。

まず、第一に、地域包括支援センターが窓口であるということを、そのことを周知する必要が

あるのではないでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 福祉保健課長。 

 

福祉保健課長（鈴木正人） 

 まず、周知の部分につきましては、町では介護サービスガイドというのを出させていただい

ておりまして、定期的にこれを全世帯にお配りさせていただいているところでございます。そ

ういったなかでも、まず、第一の相談窓口、高齢者の相談窓口は包括支援センターであるの

で、お話をさせていただいてるところでございます。また、まだまだ不足の部分もあるかと思

いますので、引き続きその部分は周知を図らせていただきたいと思っているところでございま

す。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 



（２番）小木曽茂子 

 その点についてはよろしくお願いいたします。そして、相談があった場合、その家族や助け

てくれる人はいないのかというふうにお聞きになるということなのですけれども、そういう人

がいれば相談はしないわけです。周りで助け合ってやっていらっしゃるかたはたくさんいらっ

しゃいます。そういうかたは、周りで助けていただいているかたは、緊急時に相談窓口に緊急

に連絡したりはしないわけです。ですから、相談があった場合は、地区担当の保健師がすぐに

訪問し、必要な支援について聞き取り、体制を作る必要があるのではないかと思いますが、い

かがですか。 

 

議長（恩田 稔） 

 福祉保健課長。 

 

福祉保健課長（鈴木正人） 

 私ども、同じ福祉保健課の中に包括支援センターと保健師を抱えている部署がございますの

で、そこの連携は非常に密にさせていただきたいと思っております。御相談のあったような際

に、すぐに対応できるような体制というのは、なるべくしっかりとれるようにということで、

今後も努めてまいりたいと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

 これははっきりと、御相談があった場合は、すぐに地区の保健師が現場に行って、どんなこ

とが必要なのか、どんな支援が必要なのか、何に困っているのかということをきちんと聞き取

り、援助のグループはきちんと作れる体制を明確に作っていただきたいと思います。それで、

その場合に、介護認定を後回しにしても緊急支援を行う必要があります。そして、介護認定に

ついては、これは感想ですけれども、認知症や精神障害者の介護認定度の評価が低すぎるので

はないかという指摘もございました。この点についてはいかがでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 福祉保健課長。 

 

福祉保健課長（鈴木正人） 

 介護の認定につきましては、これは主治医の先生からの意見書、あるいは調査員による調

査、それらを基に、十日町市と共同設置しております介護認定審査会のほうで適切に判定され

ているものと思っているところでございます。そういったなかで、必要な支援、お話のとおり

進めてまいりたいと思っているところでございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 



 

（２番）小木曽茂子 

 例えば、２人でとか１人でなんとか暮らしている人たちは、緊急時が起こるまではなんとか

なるというふうに思っているわけですから、介護認定など受けていないかたが多いです。それ

を緊急時には介護認定を後回しにしても、緊急支援を行っていただきたいと思いますが、いか

がですか。 

 

議長（恩田 稔） 

 福祉保健課長。 

 

福祉保健課長（鈴木正人） 

 基本的には、介護認定が出てからサービスというような流れになってくるところですけれど

も、必要がある際には、認定前にサービスを受けていただくこともできる場合もございますの

で、そういった部分もしっかり御相談はさせていただければと思っているところでございま

す。ただ、どうしてもサービスにかからない部分のところがきっとあるかと思います。そうい

った部分で、実は、例えば障害の分野ですと、今、障害者自立支援協議会というのがあるので

すけれども、以前から、こういった緊急時にどうすべきかというところで議論を重ねさせてい

ただいているところでございます。そのなかで、どうしてもやっぱり緊急時の居場所、要はベ

ッドといいますか、居室といいますか、そういった所を確保しなければいけないだろうという

議論が出ているところでございます。そういったなかで、事業者さんと相談をさせていただく

なかで一定の理解はいただいているところでございますけれども、どうしても事業者さん側と

しては、ベッドなり居室を埋めておきたい。あるいは、入居者とすれば、通常なるべく待機が

ないように。待機者がいたりするなかで、少しでも埋めたいというところがあるわけでござい

ますので、もし、空きの部分を取っておくとすると、そういった部分をどうやって確保してい

くかというところが非常に大きな課題となっておりまして、今、議論を重ねさせていただいて

いるところでございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

 状況としては大変よく分かる話でありますけれども、実際に緊急時には困ることが多々起き

ておりますので、町が費用を出してでも、一つや二つのベッドは常に確保していただきたいと

思います。また、障害者の件でございますけれども、例えば、今後も町がグループホームの２

棟目を新規に建設するということですけれども、そうした中に緊急用の部屋を一つ確保してお

くということも考えられるのではないかと思います。 

当事者から必要な支援内容について要望があるものについて、お話します。 

まず、通院時の支援です。タクシーで行ったとしても、介護タクシーというものもあるので

すけれども、介護タクシーの場合は、病院で降ろして、それから車椅子に乗せて必要な所まで

運んでくださるというサービスがあるそうなのですけれども、大変高額になるということも聞



いております。だから、普通に行った場合も、障害者のかたもそうですけれども、病気のかた

が病院内で１人でタクシーを降りても、どうしていいか分からないと。どこ行ったらいいのか

分からないとか、動けないということもあるわけです。ですから、通院時の支援としては、交

通費の支援、あと、ガイドヘルパーの派遣、このことが要請されております。 

二つ目に、緊急時の弁当配送です。いつも家事をしている人間が倒れた場合、残された者は

１回、２回くらいはインスタントラーメンで済ませることができるかもしれませんけれども、

やはり長期にわたる入院とかでは、町の高齢者向けのお弁当の配送というのをたくさんの人が

御存じなので、そういうのはもらえないのかということが御相談にたくさんのぼります。しか

し、これもなかなか要件がいろいろあると言われまして、非課税世帯であるとか、何か月前に

申し込めとか、いろいろ要件がありまして、緊急時の弁当配送がなかなかなされていない。で

きれば、緊急時には、できるだけ早く弁当の配送をいかなる家庭であっても困っている家庭に

届けていただきたいというのが二つ目です。 

それから、三つ目ですけれども、家事援助のヘルパー。家事援助のヘルパーがなかなかいな

いということで、皆さん困ってらっしゃいます。買い物、炊事、それから掃除とか、ごみ出し

とか、そういった家事援助のヘルパーさんが欲しいということを言われます。買い物支援につ

いてもそうです。 

それから、５番目に、ひとり暮らしの見守り。これは、私の聞き取った事例においては、民

生委員さんが毎日毎日、ひとり暮らしのおばあちゃんの所に通って食事の差入れをしたり、ペ

ッットの世話をしたりしたということなのですけれども、とても大変な仕事で、皆さん御存じ

のように、民生委員さんというのはほとんど無報酬で、月に１万円ももらえるかもらえないか

ぐらいの報酬で、一つ、二つ、三つの集落の高齢者の見守りや子どもたちの見守りをしている

わけです。大変な負担になっておりますので、ひとり暮らしの見守りということについても、

もう一度検討していただきたいと思います。 

それから、そういうなかで夜間・休日、夜間・休日に何かあった場合、どこに連絡していい

のか分からないというようなことも言われております。 

それから、７番目ですけれど、ペット。病人が出ると、飼われているペットの世話も大変に

なるわけです。ペットの保護グループというのも町内にもございますし、いろんなとこにござ

います。そういうところと、福祉保健課が連携していただくことはできないのかなと思いま

す。 

例えば、買い物支援についてお話させていただきます。買い物支援については、「メルシー

つなん」とか「メルシーさとう」の実施している巡回販売車等の集落訪問の予定時間をあらか

じめそういう困っている家庭に配布するとか、停車場所を知らせる。そして、セブンイレブン

などは、宅配可能な制度を作っています。そうしたいろんな買い物支援の情報を共有するため

に、業者と行政が連絡会議を作って、そういうときに、どういう買い物支援の体制が作れるか

というようなことを御相談してはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 福祉保健課長。 

 

 



福祉保健課長（鈴木正人） 

 すいません。７点ほど全部お答えしたほうがよろしいですか。今の。 ―（小木曽議員「最

後の買い物支援です。」の声あり。）― 買い物というところでは、本当におっしゃるとおりか

と思っております。今まで、町内でどういったサービスがあるというところまでは、私ども、

しっかり把握というところまではしてこなかったようなところもございますので、そういった

部分を把握するなかで、どういったかたちでお知らせできるか、検討させていただければと思

います。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

 住み慣れた地域で安心して生活できる支援体制の構築が新しい津南町総合振興計画にうたわ

れております。緊急時にも対応できる計画を、チームづくりを進めていっていただきたいと思

います。ですから、私が最初に申しましたように、緊急時の連絡があったらすぐに地区担当の

保健師が駆けつけて、どういう支援が必要かということを見極める。そのリソースを例えば、

買い物支援についてはこういうものがあるということをあらかじめ保健所は知っていなければ

いけないし。この町内ではどういうふうに動けるかと。あと、ヘルパー制度について、シルバ

ー人材センターにどのくらい人がいるのかとか、ここでどうなのかということは、その施設ご

との連絡は取れていると思いますけれども、そういうこともしっかり把握していなければいけ

ない。そして、ペット。ペットの世話をどうするかということについても、きちんと保健師は

どうすれば良いかという、ソースを持ってなければいけない。だから、あらゆる生活の場面で

近隣の人とか親族がしてきた援助を公的にしなければいけないわけです、今の時代は。ですか

ら、そういう社会的資源をどういうふうに使うかということをきちんと保健師は把握して、地

域の困っている人、緊急時に困った人に対応できるように、きちんとそれは体制を作っていた

だきたい。そう思いますが、最後にそれについていかがでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 福祉保健課長。 

 

福祉保健課長（鈴木正人） 

 絶えず保健師には現場に出るように話をさせていただいてるところでございます。ただ、な

かなか内部、中での事務に追われるところもございますが、その辺はしっかり引き続き話をし

てまいりたいと思っております。また、保健師のスキルといいますか、資質といいますか、そ

ういったしっかりした情報を基に判断ができるような、そういった部分を磨き上げていくとい

うところも大事だと思っておりますので、引き続き、そういった部分も努力してまいりたいと

思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 



 

（２番）小木曽茂子 

この間、新型コロナウイルス感染症の対応とかで大変だったと思いますけれども、基本的に

町の住民の命と安全が福祉保健課の皆さんの働きに掛かっているということなので、ぜひ今後

ともよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、次に移ります。自然保護条例の制定についてです。これも、まず、町の様子につ

いてお話したいと思います。秋山郷方面では、業者と思われる者がチョウやカブトムシ、クワ

ガタ、山菜等の乱獲を相次いで行っております。沖ノ原の台地では、農作物の盗難も相次いで

いることは農林振興課長も御存じと思いますけれど、それとは別に、山のほうでもいろいろと

何か探しては盗っていくということが相次いでいるそうです。木の皮を剥いで、そこに樹液を

出させ、そこにカブトムシとかクワガタをみんな集めて、がさっと持っていくとか、それで売

るのです。その木は枯れてしまう。そういうことが相次いでいるそうです。近隣の市町村は、

既に保護条例などを制定し、罰則を設けているために、条例の無い津南町に被害が集中する傾

向にあるというふうに言われています。栄村の動きとしては、同じジオパーク圏内の栄村で

は、平成３年、栄村自然環境保護条例を作り、先ほど町長がおっしゃったとおり、これは開発

行為に対して規制を強化するという規則を整えたものでした。しかし、昨今、希少種の乱獲な

どが相次いでいることから、今度は教育委員会に専属職員を置いて、新たな自然保護条例の制

定に向けて調査活動に入っております。議会にも作業チームが発足し、条例案の提出も行った

と報じられております。栄村希少動植物調査員には津南町の住民も加わっており、地続きの津

南町での取組も急がれると思いますが、いかがでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育長。 

 

教育長（島田敏夫） 

 ありがとうございます。今ほどの情報については、私も把握しているところでございます。

確かに今、栄村さんのほうで、新聞にもございましたように、希少な昆虫等の採取があったと

いうことでございます。津南町においても、現在、ジオパークのほうで専門員を置きながら、

希少動植物自体は調査はしているところでありますけれども、答弁にありますように、まだ具

体的な対策等というのはしているところではございませんし、今後、そういったほうに向けて

の活動、あるいは取組はしていかなければならないと思います。今のところまだ具体的には動

いていませんけれども、そのことは今後、やっぱり十分していかなければないことであるなと

私は考えております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

これまで津南町では、津南町環境美化推進要綱というのが昭和 56 年４月９日に施行され、

町をきれいにする日を毎月第３日曜日として、町内美化に取り組んできました。また、平成９



年、７月１日には、津南町空き缶等散乱及びポイ捨て防止に関する条例が施行され、町長の勧

告や町長が指定する職員の立入り調査権も明記されております。しかし、環境保護に関する条

例や要綱はこの２件のみであり、時代の移り変わりについていっていない感があります。ジオ

パーク憲章については、もちろん栄村も憲章を同じく出しておりますので、これは宣言であり

ますので、こういうものには該当しないと思いますが、このことについて町長にお考えを伺い

ます。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育長。 

 

教育長（島田敏夫） 

 今ほどのお話のジオパーク関わる自然保護・文化財保護の憲章については、本当に啓発的な

もので、住民、町民の自然保護姿勢に対する意識を高めるためのものでございます。なかなか

啓発のところがまだ行き届いていない部分があるのかなと思っておりますが、学校関係では、

子どもたちのジオ学習を通しながら、少しずつ子どもたちの意識を高め、それが家庭にも普及

できれば良いなと思っているところです。御指摘のように津南町では、まだ保護条例、あるい

は保全条例的なものがありませんので、なんとかその辺のところについては、先ほど町長の答

弁にありましたように、その方向を見据えながら検討はしていかなければならないかなと思っ

ております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

 この町には、なじょもんを中心として、優秀な職員や玄人顔負けの民間研究者が独自に活動

を続け、貴重な動植物や植生について様々な研究結果を発表しております。この人たちと職員

が栄村と連携し、津南町の自然保護条例制定に向けた準備を始めることにしてはいかがでしょ

うか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育長。 

 

教育長（島田敏夫） 

 ありがとうございます。調査した結果については、議員さんも御承知のとおりかと思います

けれど、2018 年３月に苗場山麓の植物民族辞典というものがまとめられていたかと思いま

す。非常に津南町の貴重な植物、あるいは一般的にも見かける植物ですけれども、今まで住

民、あるいは昔の人たちが、その動植物と関わった経緯だとか、そのいきさつなんかも入った

非常に貴重なものとしてまとめていただいたところであります。ただ、それとまた今の希少動

物等の保護については違う部分があるかと思いますし、今もそういった専門員のかたが調べて

くださっていますので、来年、再認定に向けての審査でありますけれども、そういった時期を



見据えながら、ぜひそういったかたがたのお力も借りて、憲章等のことについて準備をできれ

ばと思っているところでございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

 昨日の一般質問でもいろいろと問題になっておりますけれど、SDGs とかゼロカーボン社会

とか、そういうことが今盛んに世間で行われているわけです。私は、そのことについて大変関

心はあるわけですけれども、そのことを津南町でどうやって実践していくかと考えた場合、や

はりジオパークがある、貴重な動植物、自然環境があるということをまずもって保護する。そ

こから始めるべきではないかと私は思います。いろんな調査、貴重な資料とかが出ています

が、現実に秋山郷方面でも被害が出ている。その被害の調査を行っていただきたいと思うので

す。実際、いろんな所で保護条例ができているために、ほかの所に行くとやばいという人たち

が、津南町の山の中でいろんな乱獲を行っているという状況がございます。それを止めるため

にどうすればいいのかということを真剣に考えていただきたい。それが津南町型 SDGs の始ま

りではないかと私は思いますので、どうでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育長。 

 

教育長（島田敏夫） 

 ありがとうございます。そういった専門員のかたの希少動植物が存在するかどうか、どんな

ものがあるかというのと合わせながら、その状況がどうかということは確認をするようにまた

考えていきたいと思いますし、SDGs 等の取組等については、町全体の環境に関わる部分がご

ざいますので、まちづくりという方向も考えながら、今ほどの自然環境保全条例でしょうか、

そういったものについての在り方を十分関係課と一緒になって考える必要があるかなと思って

おります。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

 ありがとうございます。期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今、栄

村では進行中であります。そういう所と連携するのがいちばん早いのです。待っていないの

で、ぜひ一歩踏み出していただきたいと思います。 

次に、移住・定住の問題について移ります。先ほどの件とも関係するのですけれども、町が

移住・定住政策を行うについて、町の魅力は何であるか、ほかの町とどういうふうに違うの

か、何がアピールのポイントなのかと考えたときに、この自然環境、そして四季折々の環境の

移り変わり、縄文土器をはじめとする長い住民の文化の歴史というのがあります。そのことを



まずもって移住・定住の根幹、なぜ津南町に来て欲しいのかということを、この自然とこの文

化を一緒に守っていこうじゃないか、一緒にこの中で生きていこうじゃないかという呼びかけ

にしていただきたいと私は考えております。この間、10 月 22 日付けで津南町移住・定住施策

に関する提言書が令和３年度移住・定住プロジェクトチームから出されました。状況分析、移

住・定住のためのコンセプト、施策提言など、若手のグループが毎週のように残って議論した

と聞いております。大変ありがとうございました。これまであまり議論されてこなかった受入

れ側の意識改革についても触れられており、充実した内容であると考えました。そこで、今後

の対応についてお伺いします。 

１番、コーディネーター・サポーター制度について。どんな人を何人配置しようとしている

のか。これについては、先日、お答えがありました。コーディネーターを募集したけれども、

１人には断られたと。サポーターは各集落に 1 人ずつぐらいいてほしいということでした。こ

れについてはよろしいです。 

次に、各課の役割分担についてお聞きします。まず、住宅問題です。空き家対策はどこの課

か、就業対策はどこの課か、生活支援などについてはどこの課か、お答え願います。 

 

議長（恩田 稔） 

 観光地づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 ありがとうございます。小木曽議員がおっしゃったとおり、この津南町の魅力は何かという

ところについては、そこは移住者のかたがた、津南町に来ていただきたいかたがたにアピール

するべきだと思いますし、先般、久保田議員から御紹介のありました東川町なども、そうした

先進的な取組をしている市町村であるということが共感されてるのだろうなと感じているとこ

ろでございます。まず、１点、訂正をさせていただきたいのですけれども、まず、私が何回か

いろんな所で説明しているので、説明が悪かったのかもしれないですが、移住コーディネータ

ーに関しては、来年、採用するので、まだ断られているわけではありません。とりあえずあて

を見つけながらやっているところでございます。サポーターについては、先ほどおっしゃった

とおり、多くのかたから御参加いただければと思っています。 

空き家対策、それから、移住相談に関しては、観光地域づくり課でやっていますし、生活相

談に関しては、その相談内容にもよって変わってくるのですけれども、全般的には我々のほう

で今、対応させていただいています。それが介護だとか、そういったところに繋がるようであ

れば、福祉保健課のほうにつなげていくというようなかたちになっています。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

 就業対策はいかがですか。 

 

 



議長（恩田 稔） 

 観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 失礼いたしました。就業についても、一時的には我々の所になるのですが、ハローワークの

情報等を提供するというところにとどまっておりますので、十分ではないです。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

現在の移住者への対応についてお聞きします。私のほうに相談があった内容について伺いま

す。町に紹介されて移住してきたが、移住後のフォローは何もしてくれない。例えば、１、雪

下ろしについて訪ねても、「業者は自分で探してください。」と言われた。どんな業者がいるの

かも分からない。２番、せぎ普請について、集落から「出ないなら、賦課金を払え。」という

ふうに言われた。せぎ普請の意味もわからず困った。自分たちは田んぼもしておらず、小さな

畑も天水だけで賄っている。出る必要があるのかどうかも分からない。３番目、集落費の説明

もあらかじめ聞いていなかった。この方は、その後、どうされたか分かりませんけれども、

「もう僕はこの町を出たい。」というふうにおっしゃっていました。「町が仲介して移住してき

たので、町がもうちょっとフォローしてくれるというふうに思っていた。」というふうにおっ

しゃっていました。この事例について、どうお考えでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 観光地づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 全くおっしゃるとおりだと思います。今までの移住・定住の問題点が、行政担当者が人事異

動のなかでこれまでのつながり等が途切れてしまったり、それから、実際に生活していくとい

ろんなフォローが必要になってくるかと思うのですけれども、そこら辺、例えば、各集落の集

落費が幾らかとか、賦課に関してどういうものがあるのかというところまでは、役場で今、正

直把握しておりません。これらを解消する施策として、今回、移住・定住コーディネーター、

移住サポーターという制度で、きめ細やかに、定着率の浸透を図るということが必要というこ

とで、今回の提言になったというところでございます。ですので、現時点で、ここら辺がうま

くフォローできていなかった。雪国津南に住んでいると当然ですよね、というところが、そこ

をもうちょっと細かく事前に説明したりする体制が必要なのかなと思っています。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

 



（２番）小木曽茂子 

 今後のことは今後のこととして、現在、困っているかたについては、きちんと観光地域づく

り課で対処していただきたいと思います。 

それから、例えば賃貸で家を貸している場合、貸し主と借り主の間でトラブルが発生し、移

住者が出ていくという事例も起こっております。一つ、そのトラブルに関して考えることは、

貸し主が家を貸すということがどういうことなのか、法的な教育とか、そういうことが一切行

われておりません。借り主の権利とか、貸し主の義務とか、そういうことはきちんと法で定め

られておりますが、そういう法的な教育もされておらず、ただ家が空いてるから貸しますと、

じゃあどうぞということで、空き家バンクに登録されている。こういうのが現状だと思いま

す。トラブルになった際の仲介役を誰がやるのかということについても、はっきりしていない

のではないかと思います。今の空き家のことに関してなのですけれども、建物や土地などの法

的な価値の判定というのは、専門家が行う必要があると思います。そのトラブルの解決に当た

っても法的な専門家が行う必要があるのではないか。そして、移住者が建て直したいとか、内

装を変えたいとか、そういったときに相談するのも建築業者が必要なわけで、それはプロが必

要なのですよ。みんなコーディネーターとかサポーターとか、コーディネーターは別として

も、コーディネーターは専門家であって欲しいですけれども、サポーターが、素人が範囲とい

うのは限られております。法的にきちんと業務としてやっている人たちが必要なのです。それ

をただで使おうなどということはあってはならないことだと思います。きちんと専門家に代償

を払ってお願いする。それが町の姿勢でなくてはいけないと思いますが、いかがですか。 

 

議長（恩田 稔） 

 観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 ありがとうございます。まず、今の空き家バンク制度が単なる仲介にしかなっていないとい

うことで、我々もそこに宅地建物取引業法に基づくような法的な整備が進んでいないというこ

とは課題があるだろうなとは思っています。とりあえず、制度として今、紹介だけはさせてい

ただいているというところですが、プロが必要という認識は当然ありますので、ここら辺、ど

ういったかたちでやっていくのか、ほかの市町村等の事例も参考にしながら、今後検討させて

いただければと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

 ２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

 全課でいろいろ移住・定住について町を挙げてやっていくという割には、住居問題も観光地

域づくり課、生活支援も観光地域づくり課、就業対策も観光地域づくり課、何も役場で全部、

皆が関わるというに体制になっていないのではないですか。地域コーディネーターというのが

設置されたとしても、やはり町の行政がどういうふうにそれに責任を持つかということが大事

なことだと思います。例えば、副町長が責任者であるとはっきりさせて、コーディネーターな



り、サポーターなり、ほかの課のいろんな業務まとめる、そういう体制を作っていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 副町長。 

 

副町長（根津和博） 

御意見ありがとうございます。体制につきましては、今後、検討させていただきますけれど

も、当然、移住・定住施策に関しても、今やっている販売強化にしても、一つの課だけでは対

応できないものが多々ありますので、全課挙げて取り組んでいくということは以前から変わっ

ておりません。 

 

議長（恩田 稔） 

２番、小木曽茂子議員。 

 

（２番）小木曽茂子 

 副町長がそれをきちんと全課に号令を出して、きちんと体制を作っていただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

以上で質問を終わります。 

 

 

議長（恩田 稔） 

 換気のため 11 時５分まで休憩いたします。  ―（午前 10 時 55 分）― 

 ―（休憩）― 

 会議を再開し、一般質問を続行いたします。  ―（午前 11 時 05 分）― 

 

議長（恩田 稔） 

 １番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

１番、滝沢であります。通告に基づきまして、２点、質問をさせていただきます。  

１．１点目、町職員の資質向上についてであります。昨日、町長は、久保田議員に対する答弁

の中で、「各界を引っ張る人材の育成をしていく。」と述べておられました。現代社会におい

ては、卓上のパソコンで、各自治体の現況や先進地等の現在進行形の表面的な事例や結果を

知ることができます。しかしながら、多くの先進事例がそこにあらわれてくるなかには、そ

れを克服する人や組織があって、努力と長い間のプロセスを経ていることと思います。核に

なるのは、人の存在であります。資質や、その資質の中に知識の情報やコミュニケーション

能力、行動力、判断力、加えて、向上心が欠かせないことと思います。そこで、町職員につ

いては、その資質向上のために、どのような研修や学習の機会があるのでしょうか。その実

態について伺います。 



（１）各機関等で行う参加型研修の実態について。 

（２）自己啓発（自発）型の研修について。 

（３）資質向上に関しての町長の基本的な考え方について。 

２．２点目、移住・定住についてであります。２人ほどの議員のかたが質問しましたので、違

う観点から少しばかり質問させていただきたいと思います。コロナ禍の社会的変化に伴っ

て、働き方の変化や住環境に対する意識が変化しています。こうしたなか、先般、町長に対

し、庁内移住・定住プロジェクトチームから、移住・定住施策に関する提言書が提出されま

した。取りまとめたメンバーにつきましては、改めて敬意を表したいと思います。町長は、

この提言書を読んで、どのように感じられたのでしょうか。私には、移住・定住を進めるう

えで、当然やらなければならないことの提案でありました。中には、除雪や草刈の講習と

か、そういった具体的な内容もありましたが、主管する課名が掲載されているだけで、日頃

の業務のほかに、各課が各施策に対する具体的な対応ができるとは到底思われません。令和

４年度から移住コーディネーターを設置するということであります。そして、この９月から

は、移住サポーターを募集しております。現在、都市在住のかた１名と津南に移住されたか

た２名の３名が応募されたと聞いております。まだ住民の皆さんや企業、団体から等の申込

みはないようであります。移住・定住受入れ体制の整備、実務を推進させるうえで、移住サ

ポーターやコーディネーターの役割や機能をどのように考えているのか、また、どのように

していくのか、伺います。 

以上２点について、壇上からは以上であります。 

 

議長（恩田 稔） 

答弁を求めます。 

町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 １番、滝沢元一郎議員にお答えいたします。 

大きな１点目、「職員の資質向上について」の１点目、「各機関が行う研修」、２点目、「自己

啓発研修について」、関連がございますので、一括してお答えいたします。 

新潟県市町村総合事務組合の市町村職員研修実施計画に基づく研修について、課長職、係長

職、主任、新採用職員などの階層別研修は、今年度 23 名、昨年度 18 名、一昨年度 27 名の参

加でした。財務、税務、法律、接遇などの専門研修は、今年度 29 名、昨年度 24 名、一昨年度

51 名の参加でした。今年と昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、中止にな

った研修やリモートで行われた研修がありました。階層別研修は経験年数や役職に応じて総務

課が職員を指定し、専門研修は基本的に希望制の参加としております。自治大学校の市町村職

員が対象となる約３か月間の研修は、平成 29 年度以来、参加できておりませんし、市町村ア

カデミーにつきましても、平成 27 年度以来、近年の参加はありません。自己啓発研修は、新

しい知識及び必要な知識を積極的に吸収するため、自ら計画し実施する研修、公務遂行上有用

な資格や免許の取得又は更新について、経費の一部を助成するものです。今年度３名、昨年度

９名、一昨年度９名でした。年によって参加者数の差がございます。また、研修ではありませ

んが、新潟県との人事交流について、平成 27 年度に初めて実施し、行財政実務研修は、平成



27 年度１名、平成 28 年度１名、平成 29 年度１名、相互派遣交流は平成 31 年度から今年度ま

での３か年１名実施しております。 

３点目、「資質向上に関する基本的な考えについて」お答えいたます。津南町が今後も持続

し、発展していくためには、職員の資質向上は必須の要件であります。様々な行政課題が山積

するなか、職員一人一人の負担が年々大きくなってきております。その課題を解決し、新たな

施策を計画、立案し、実施していくには職員個々の資質が重要となります。常日頃から、職員

自ら問題意識を持ち、自ら学ぶ力を伸ばす、いわゆる自学力の向上を勧めております。町のた

め、自分のために自己研鑽してもらいたいと考えております。新潟県市町村総合事務組合など

が行う研修や自己啓発研修について、職員自ら積極的に参加するよう継続して呼びかけていき

たいと考えております。 

また、移住・定住プロジェクトチームや農産物販売促進チームなど、課を横断して若手職員

が集まり、政策検討しておりますが、これらもオンジョブトレーニングの一つとして、職員の

資質、政策形成能力の向上に役立っていると思っております。さらに、職員に対して、法令の

遵守は当たり前ですが、研修だけでなく地域活動や消防団活動、ボランティア活動などへの積

極的な参加も期待しております。職員の人間力の向上、風通しの良い職場づくりが町民に寄り

添った対応につながっていくものと考えております。 

２点目、移住コーディネーターや移住サポーターをどのように機能させていくかについてお

答えします。先ほど、小木曽議員の御質問にもお答えいたしましたが、移住コーディネーター

は町が雇用する移住の専門員です。他市町村の移住コーディネーターは移住者の移住に対する

様々な思いを汲み取って、移住者の理想に近い地域との仲立ちをしたり、役場の各種支援策を

紹介したり、移住者の持つ能力と人材募集している地域企業をマッチングしたり、地域の工務

店や専門家を紹介したりなど、幅広い人脈と知識が必要になります。こうした幅広いネットワ

ークや知識は、定期的に人事異動がある行政職員よりも移住の専門員を置いたほうが効果的で

あると考えます。国の支援制度もある移住コーディネーターを使って、移住者の総合的な支援

を行ってまいります。また、移住サポーター制度もこれまで御説明してきましたとおり、登録

制の無償ボランティアとなります。移住コーディネーターだけではやりきれないきめ細やかな

フォローによって、定着率の向上を図っていきたいと考えますので、多くのかたから御応募い

ただければと考えております。 

 

議長（恩田 稔） 

 １番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

 それでは、再質問させていただきます。 

 今、参加型の研修については、かなりの人数が行っているようでありました。この研修に行

った結果、研修に関するレポート等については提出されていることと思いますが、町長は、そ

ういうものは、しっかりと読まれているのでしょうか。１点目でございます。 

 

議長（恩田 稔） 

町長。 

 

 

 



町長（桑原 悠） 

全ての職員のものが私の所に届いて見ているわけでありませんが、私は日頃コミュニケーシ

ョンしていて、どんな研修してきましたかと班長研修をしてきたかたに聞きます。そうする

と、「現代のリーダーシップと昔のリーダーシップの在り方は違っている。こういうふうに今

後は職員を導いていかなければいけないという研修だった。非常に役に立った。」という、そ

ういった感想も聞かれているところですし、私もそれを聞いて、非常に一緒に勉強させていた

だいているというようなこともございました。 

 

議長（恩田 稔） 

 １番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

 今、自己啓発研修については、免許とかそういったいろんなものを取るということで、若干

の経費等については助成をしているということですけれども、その具体的な内容をお聞かせく

ださい。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（村山詳吾） 

 近年の自己啓発研修でありますけれども、いわゆる仕事上の資格に関しましては、危険物の

取り扱いの免許、あと、防火管理者の免許などがございます。また、調理師の免許を取得した

いという会計年度任用職員がおりまして、そのかたに対しても補助を行っております。自己啓

発研修につきまして、経費の３分の２、また、公務上必要なものにつきましても３分の２の補

助で上限額を設定して補助しております。 

 

議長（恩田 稔） 

１番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

自己研修型のなかで、先進地とかそういった所に自ら行って、そして、レポートを書いて、

その結果、施策提言とか、そういった事例というのはありますか。 

 

議長（恩田 稔） 

総務課長。 

 

総務課長（村山詳吾） 

近年では、そういう職員同士での視察研修というのはなかなか該当はないのですけれども、

例えば、瀬戸内の国際芸術祭に行ってきたりとか、九州の国立博物館が開園した時に津南町の

土器も展示されましたので、それを視察に行ったりとか、そういう数日間にわたる結構経費の

掛かる自己啓発研修も過去にはございます。 

 

 



議長（恩田 稔） 

１番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

研修等につきましては、今、町長もおっしゃいましたように、自ら進んで研修に出る、自分

で課題を見つけて、そして、いろんな人と交わってくる。そういったことが結局、人と人と交

わる力、資質、あるいは人間力といいますか、そういったものを向上するということになると

思います。そういったなかで、例えば自主研修に出るときには休みを与えるとか、そういった

ものについてはどうなっていますでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

総務課長。 

 

総務課長（村山詳吾） 

 研修につきましては、休みではなく、公務の中で行わせていただいております。自己啓発研

修につきましては、職務専念義務免除ということで職専免で対応させていただいております。 

 

議長（恩田 稔） 

 １番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

 私は今、感じていることは、自己啓発について、なかなかそういった人がいないのではない

かということを危惧しています。そこで、一つ提案なのですけれども、津南町は農業立町を是

としているわけでありますが、そこで自己啓発研修の一環として、職員の町内農家における農

業体験研修制度等を作ってはどうかと思っています。自主的に年、二、三日程度の、とりあえ

ずその農家での体験研修を今言ったように免除ということを使って、研修を許可するというこ

とで、職員が農業体験とかそういったものを自らするというようなことができないものかどう

か。それをやりますと、農作業の現場の理解とか、認定農業者などとのコミュニケーション、

そしてまた、これからいろんなことが起きてくると思いますが、事例がきっと出てくると思い

ますけれども、繁忙期の人手不足の解消など、いろいろ利点があると思います。そして、これ

は日本農業新聞のアンケートですけれども、人口減少時代、あるいはコロナ時代を今迎えて、

特に、国土維持と職の公共性についての理解が深まっています。それで公務員による農家での

兼業に理解を示す人が大変多くなっております。今、ミカンとリンゴの産地では、公務員によ

る農業の兼業も定着してきました。そういったことを受けて、今後、各地に公務員の兼業とい

うものが広がってくるのではないかと思っています。この研修については、試金石にもなると

思いますけれども、町長の考えをお伺いします。 

 

議長（恩田 稔） 

副町長。 

 

副町長（根津和博） 

御提案ありがとうございます。私も職員時代、滝沢議員の元で働かせていただいて、相当現

場のほうに一緒に出させていただいて、その人たち、周りの人たちとコミュニケーションをと



って、私の今の財産の一つになっているところでございます。職員の研修につきましては、以

前、例えば、活性化センターの観光物産館のほうに職員を出して、いわゆる接遇とかお客様の

対応等をやらせていただいた時もございました。今、議員が言われたように、短い日にちであ

れば、そういう対応もできるとは思います。非常に良いアイデアだと思っておりますので、検

討させていただければと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 １番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

 それでは、２点目について、お尋ねをいたします。今、空き家バンクの登録件数は何件でし

たでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 すみません、即答ができないのですが、確か三、四件だったと思っています。 

 

議長（恩田 稔） 

 １番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

 今回の若手プロジェクトチームによる提言書、この中でいちばん重要なことは、体制を整備

するということがうたわれていたということであります。要は、人や仕事、それから、住環境

の体制を整えるということですね。これが最も重要なことであるということで、うたわれてい

たのではないかと思います。 

そこで、まず一つお聞きしますけれども、住まい、住環境についてです。平成 28 年 11 月に

実施した空き家実態調査。この調査で、住宅で空き家が 332 件。そのうちの再利用可能件数

212 件。うち、貸出可能あるいは売却可能、これには重複もあるということでありますけれど

も、約 70 件が可能ということでありました。これは５年前の調査なので、現在ではもっと増

えていると思われます。また、雪国という生活条件の中で多くの制約がありますので、居住に

適しない物件もあろうかと思いますけれども、今現在では、かなりまた増えているのではない

かと思います。これについて、もっと詳しい情報が必要ではないかと思いますけれども、再調

査する気はあるでしょうか、ないでしょうか。お願いします。 

 

議長（恩田 稔） 

副町長。 

 

副町長（根津和博） 

空き家調査については、過去２回やっております。平成 21 年と今言われたように平成 28

年、５年ぐらいずつの間隔でやっております。あれからもう５年ほどたちますので、相当、

前々回に比べて前回は増えていますし、今回、調べれば、もう少し増えているのかなと思いま



す。空き家の調査方法についても、今までは職員に地域を割り振って、そこの総代さんと一緒

に調査したような状況でした。空き家ですので、所有者とはなかなか会えない状況で、これが

貸し出せるか売り出せるかというのも、なかなか本当に所有者と連絡を密に取ってやったわけ

でもないところもございますので、空き家調査の方法自体も検討しながら進めていかなければ

ならないと考えているところでございまして、これから移住・定住施策政策を前面に打ち出し

ていくところを考えれば、空き家の実態調査は必要だと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 １番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

 空き家バンク登録カードには、登録者、希望価格、物件、設備状況、田畑等の付帯条件、付

帯物件、主要施設への距離等、詳細な情報が必要なわけです。そして、先ほど、答弁にもあり

ましたように、例えば、集落の会費だとか、義務だとか、そういったものも載せた詳しいもの

が必要になってくるわけです。少なくとも、空き家の再調査と、貸出あるいは売却可能物件の

空き家バンク登録への推進を図っていかなければならないと。今、聞きますと三、四件ぐらい

ですので、三、四件ではなかなか商売になりません。ですから、もう一度、そういったものを

空き家バンクに登録するだけの資料のデータをしっかり集めなければならないと思うのですけ

れども、いかがでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

空き家バンクの再調査につきましては、今、副町長が申し上げたとおり、今後の施策として

は必要なことなのだろうとは思っております。ただ、住環境につきましては、移住者にとって

は職業と並ぶ大きな要素となります。町では、空き家バンク制度もあるのですけれども、こち

らの物件は、不動産業者も扱っていただけないような物件も多々あるのかなと思っておりま

す。修繕が必要で、DIY があんまり、自分で修繕するのが得意でない移住者のかたもいらっし

ゃるのかなと思っているなかで、その分余計なお金が掛かったり、古くて機密性の低い住宅と

いうのが、カメムシですとか、野生動物なんかが入ってきて、いわゆる都会の生活に慣れてし

まっているかたがたにとっての心理的なプレッシャーになっているケースもあるのかなという

ふうに思っております。子育て支援住宅など、町では整備してきたわけなのですけれども、先

般、十日町市で雪国の居住空間コンテストの実施も発表されておりまして、こちらのほうは、

雪国であるということを楽しめる住宅プランの新築の募集ということなのですけれども、こう

いった新しい雪国住宅の在り方についても検討する必要があるのかなとは思っています。 

 

議長（恩田 稔） 

１番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

この登録カードですけれども、雪国だし、それから、今言ったように家屋の状況にもよりま

すけれども、でも、それはある程度詳しい調査をしてデータベース化をしないと、結局発信も



できないわけです。ですから、ある程度のものを見極めて、これはなんとかなるのではないか

というようなものについては、やはりデータベース化するという作業は具体的に私は必要にな

ると思っています。その具体的なものとしては、所有者の意思だとか権利の確認だとか、そう

いった調査。それから、物件の概要や設備状況や補修等の要否、そして、その確認の調査に

は、ある程度の民間の評価や技術や知識が必要になってきます。それをやらないと、結局は登

録バンクのカードには乗らないということになると思います。そこで、移住コーディネーター

をどのように育成するのか分かりませんけれども、来年から１人入れました。そしてまた、先

ほど言いましたように、まだ３人しか、特に前から住んでいる住民のかたからの応募は全く今

のところはありませんが、３名のかたが一応サポーターとして応募してくれました。そういっ

たなかで、実態はそういうわけですから、もう少しそれを本当に動かしていくというシステム

や資質、今言ったように関係者とか建築関係のところをつないでいくという具体的なことがで

きるのかどうかというのが誠に私は疑問なのですけれども。そこで、私は、サポーターという

ものについて、もう少し検討をしていただきたいと思っています。サポーター制度で、昨日の

答えでは各集落に１人ずつというような話がありました。それは、各集落にある実情を知って

いる人があれば誰でもできると言ってはおかしいですけれども、区長さんでも何でも代行でで

きると思います。そこで、サポーターとしては、コーディネーターと専門のかたを実際につな

いでいくような、民間の不動産会社と建築会社、その民間ノウハウを中継できるような調査員

をやっぱり養成しなければ、全然進んでいかないと思っております。今、空き家バンクの登録

を仲介していくにつきましても、やはりそういった機能を持ったものが必要だと思います。と

てもコーディネーターとサポーターで具体的な仕事をやっていくということにならないと思い

ますけれども、その点いかがでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

昨日から議員のかたから、サポーター制度の無償ボランティアの限界があるのではないかと

いうような御指摘を幾つかいただいております。この辺につきましては、真摯にどういった機

能の改善をすべきか、検討しなければならないなと思っております。ただ、議員がおっしゃる

ように、空き家バンクのほうの、かなり細かな詳細データをデータベース化して提示するとい

うことになりますと、その必要性は私も十分感じているところではあるのですけれども、やは

り瑕疵担保責任だとか、そういったところがあるので、いわゆる本当に宅建の資格を持ったよ

うなかたからの協力となれば、当然に費用も発生してまいります。先進地の事例なんかも我々

が研究していくなかでは、民間のかたがたがそういった空き家を共同で買って、地域会社みた

いなかたちでリノベーション、いわゆる改築をして、そして、移住者のかたに売っているとい

うような事案もあります。なかなかそこら辺は、サポートはできるのですが、行政が手を出し

づらい部分かなと思っていまして、こういった組織なんかも民間のかたからぜひお声掛けがあ

るといいなと思っていますけれども、そこら辺も含めて、どういった体制が可能か、今後も検

討していきたいと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

１番、滝沢元一郎議員。 

 



（１番）滝沢元一郎 

これは皮肉ではありませんけれども、各集落に１人ぐらいずつというようなサポーターの、

今までこのサポーターの役割とか等を読んでも具体的な仕事がよく分からないわけですけれど

も、そういうことになると、現状では、いつ頃までに揃えるのかというのはちょっと分かりま

せんが、一本釣りしなければ、なかなか応募がないのだと思います。ですから、私は、集落の

皆さんがたの、区長さんやそういったかたの具体的なものがあれば、それは相談に乗ります

よ。ですから、私は、もっと具体的に進んでいくためのそういったもの、それから、データベ

ースをしっかり作るもの、そういった機能といいますか、それを背負える者を町がやっぱり育

てる。それ任命する。ある程度の権限を与える。費用を発生する。旅費も発生する。そういっ

たことを実際やらないと、前に進まないと思っているのです。とてもこの二つの手だけでは前

に全然進まないと私は思っています。ですから、そういったことを実際に育てていくとか、そ

の費用が掛かっても、そのぐらいのことをやるのだというようなことは考えていないのでしょ

うか。 

 

議長（恩田 稔） 

観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

サポーター制度の検討の中では、当然に各コーディネーターからどのように、例えば、何々

地区に移住を希望をするというような移住者が来た場合には、そのかたと、集落の顔役と申し

ますか、そういったかたとをつなぐということが第一義的なところかなと思ってます。ただ、

そこからどういったサポートを、細かなサポートをして定着率を上げるかということは、先ほ

ども言ったとおり、やはりもう少し議員おっしゃるような権限ですとか費用ですとかというと

ころの制度の見直しをしなければならないのかなとは思います。 

 

議長（恩田 稔） 

一番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

ですから、今のサポーター制度ですと、そこの地域、あるいは集落に例えば空き家があっ

て、そこにどうしても住みたいというような事例が発生してくると、「こういうかたが来るの

でちょっと相談に乗ってあげてください。」という連絡が来るのでしょうけれども、サポータ

ーになって、そういうことがその集落に発生しなければ、その集落のサポーターは何にもする

ことはないわけでしょう、今の状況は。それではちょっとサポーターを作ってもといいます

か、制度の今の在り方だと、考え方だと、そのような現象が。それは各集落に１人ずついて

も、３年たっても４年たっても何も活動しなかったという事例のほうがかえって多くなるので

はないかという危惧を抱いています。ですから、もっとしっかりと実務を進めていくという、

一つの機能を持った人を。例えば、鑑定、あるいは補修に関する知識、建築なら建築で、そこ

を仲介できる、あるいは町から委任されて、ある程度、持ち主やそういった人たちの意思やそ

ういったものを確かめることもできるような人材を、少なくとも、各旧村に１人か２人ぐらい

ずつ養成するような考え方で実際動いていかないと、本当に実際には具体的な仕事が私は進ん

でいかないのではないかと思いますので、ぜひそういったことをお願いしたいと思います。 



それから、今、無人になった家の清掃に対する補助制度、それから、家財等の道具の処分費

用に対する補助制度をすぐに創設して、作業は、所有者も含め、近所の人や親戚のかたが手伝

うわけですけれども、あるいは、シルバー人材センターも使うようなところもあるようです

が、そういったものに対して、清掃、家財道具の処分費用、そういったものを補助している所

が実際にも出てきています。この空き家バンクへの登録等、あるいは物件、あるいは今後出て

いくにつけて家財道具等を処分していくというようなことを進めるために、こればらまきでは

ないと思いますので、こういった制度を設けることについては、どう考えていますでしょう

か。お伺いします。 

 

議長（恩田 稔） 

観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

御提案ありがとうございます。現在、津南町で行っています空き家改修補助金では、家財等

の処分費も一応見込めるかたちになっております。ただ、今、議員御提案のものにつきまして

は、空き家バンクに登録した段階でそういった家財の処分費を出すべきなのではないかという

御提案かと思います。それにつきましては、どういったかたちが可能か検討させていただきた

いと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

 １番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

この制度で、例えば、これから出て行こうという人にも該当させて。これから出ていく自分

の家の家財道具、実態を見てみると、家財道具はそのままになっています。なかなかすぐ貸し

出しとかそういったものもできませんので。例えば、出ていくときには家財道具を始末して出

ていくとか、あるいは、空き家になっている所を全然構わないと、そのまま朽ちていったり、

それこそ先ほど言いましたようにカメムシの巣になるわけですけれども、そういった清掃をし

たときに補助金を出すとか、そういったことなのですけれども、いかがでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

ありがとうございます。まず、これから出ていくというか、それこそ本当に空き家バンクに

登録していただくのが必須条件にはなろうかと思いますけれども、今、家財の処分の中でいち

ばん大きいのが仏壇というふうに認識しています。ただ、これのいわゆる魂抜きの費用という

ところに行政がお金を出せるかというところはかなり疑義があるので、検討しなければならな

いのかなと思います。清掃費に関しては、御提案の内容は分かりますので、これについてはち

ょっといろいろと相談させていただいて、可能かどうかも検討させていただければと思いま

す。 

 

 



議長（恩田 稔） 

 １番、滝沢元一郎議員。 

 

（１番）滝沢元一郎 

いずれにしても、今回、提言が出されて、住環境だとか、仕事、人の受け入れ体制が、結

局、今回の提案の中では重要だと。それについて、そこに課の名前があって、いろんな施策が

並べてあって、担当課というのが書いてあるわけです。そのなかで、やはり体制をしっかり整

えていく。結局、資料、基となるデータとか、人的体制、仕事等の紹介も含めて体制を整備す

るということが今回の提言書の中身であると私は思っています。それをやっぱり具体的に今後

進めていくうえで、どうしていくのか、あるいは、どういった機能を持たせたものをそこに置

いていくのか、あそこにどういう人材がいるのかということを、これからしっかりと検討な

り、研究なり、意見交換なりをして固めていって、実際にコーディネーターが動いたときに

は、しっかりとしたデータベースがあるとか、そういったものがきちんとなっているような方

向性で具体的に動いていくということが必要だと思いますので、ぜひ、そういったことで体制

を整えていただきたいと思います。 

以上で質問を終わります。 

 

 

議長（恩田 稔） 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。  ―（午前11時 50 分）― 

 ―（休憩）― 

 会議を再開し、一般質問を続行いたします。  ―（午後１時 00 分）― 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

（10 番）桒原洋子 

それでは、通告に基づいて、大きく３点について 町長にお伺いいたします。 

１．まず最初に、地域医療を守り、医療に手厚い政治への転換について伺います。 

（１）昨年来の新型コロナウイルス感染症感染拡大で全国各地の医療体制はひっ迫しまし

た。日本医師会長が「競争や効率重視の新自由主義の影響が医療機関にも及んでいる。感

染症が流行したとき、対応できる病床を維持しておくべきだ。厚生労働省の再編・統合の

方針は見直しが必要ではないか。」と述べました。しかし、国は、公立・公的病院再編統

合や民営化、地域医療構想による病床削減の方針について見直しすらしません。町長は、

この国の方針をどう考えるか、伺います。 

（２）二つ目に、県は、松代、柿崎、妙高、津川の各病院を機能、それから規模の縮小や、

市、町主体の運営を提案しています。関係首長から「市・町の運営は無理。県で。」とさ

れても、話合いを続けていくという姿勢です。県の財政悪化を背景に、国の政策を先取り

し、県民無視で淡々と進める今の県政の在り方を伺います。 



（３）三つ目に、地域医療を支えてきた町立津南病院は、住民の生活を支える基本インフラ

であり、健康と命を守る砦であります。町長は、老朽化した病院の建替えと、基金創設の

考えはないか、伺います。 

２．それでは、大きな二つ目。今、保育園増築工事を踏みとどまることに英断することを伺い

ます。町長選挙を来年に控え、町長の目玉事業は、二度の入札不落で、住民、業者から不信

感と保育園整備の見直しを求める声が日増しに大きくなっています。町長は、この声を真摯

に受けとめ、今後の町政運営を民主的に進める責任があります。町長に伺います。 

（１）ひまわり保育園増築工事事業費の説明を入札を理由に、議会にも住民にも丁寧に説明

してきませんでした。二度の入札不落で住民は、「通常あり得ない。不透明なやり方は不

信感を抱く。原因を明らかにすること。説明責任を果たせ。」と厳しく町政への不信感を

指摘しています。これらに答えるべきです。町長の姿勢を伺います。 

（２）もう一度、子育ての原点に立ち返り、地域にある保育園の整備と人口増加への施策を

住民、議会と共に進めること。今の難局の舵取りを担う町長は、地域や関係者の声を真摯

に聞かなければならないのではありませんか。お伺いします。  

今、若者さえも、「11 億円の保育園ではない。地域にあったほうがいいと思う。」と町

政に疑義を持っています。町長、住民や若者の声が聞こえていますか。住民は、町長の心

のこもった説明をずっと待っています。ここで踏みとどまることを、英断を求めます。 

３．新型コロナウイルスワクチン接種の今後の予定を伺います。厚生労働省は、追加接種、

３回目の接種対象や時期などを発表していますが、新型コロナウイルスワクチン３回目の

接種の町の予定を伺います。 

昨日も答弁がありました。各家庭にも配布をされております。今日は、夏場の接種から

３回目、雪が積もる時期であります。特に、高齢者の足の確保、行きたくてもいけない

人、そういうかたにきめ細かく対応していただきたい。町が指定した日時ということで、

改善もされてきました。円滑に進むよう、ぜひよろしくお願いいたします。 

壇上からは以上です。 

 

議長（恩田 稔） 

 答弁を求めます。 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

10 番、桒原洋子議員にお答えをいたします。 

 大きな１点目、「地域医療を守り、医療に手厚い政治への転換」に関する御質問の１点目、

「新型コロナウイルス感染症拡大で医療体制はひっ迫したが、公的・公立病院の再編統合や民

営化、地域医療構想による病床削減の方針を見直しすらしない国の方針をどう考えるのか」に

ついてお答えをいたします。令和元年９月 26 日に厚生労働省は、「第 24 回地域医療構想に関

するワーキンググループ」で、診療実績データの分析により一定の要件に該当する病院を「再

編統合の必要性について特に議論が必要」として公表し、地域医療構想調整会議などで再検証

を行うよう要請しました。これまでも、この再検証については、地域の実情や意見を考慮する

ことなく、画一的なデータのみで対象病院を公表したものであり、結果として地域の不安をあ



おるようなこととなり残念に思っているとお伝えしてきたところです。今回の新型コロナウイ

ルス感染症への対応では、公立・公的医療機関がそれぞれの地域で大きな役割を果たしている

ことを改めて認識することとなったところです。また、感染が拡大した時点においては、多く

の地域で病床数が不足する懸念が高まりました。地域の安心・安全、暮らしを守るためには、

何よりも地域医療を守ることが重要であるとの思いを強くしたところです。これらを踏まえ

て、地域の医療関係者、関係機関の皆様と連携を図りながら、地域全体で医療の在り方を検討

し、地域医療を守ってまいりたいと考えているところでございます。 

２点目、「県は、松代、柿崎、妙高、津川の各病院を機能規模の縮小や、市町主体の運営を

提案している。県財政悪化を背景に国政策を先取りし、県民無視で淡々と進める今の県政の在

り方」についてお答えいたします。新潟県は、令和元年 11 月 29 日に「新潟県病院事業の経営

改善に関する緊急的な取組」を策定し、県立病院のうち松代病院を始めとする４病院につい

て、運営主体の在り方や診療内容について検討すべきとしております。４病院については、医

療過疎の地域において地域医療を担う重要な病院であると認識しているところです。それぞれ

の地域において、将来的な医療体制も含めた慎重な議論を行っていくことが重要であると考え

ます。妻有地域では、相次いだ病院の診療所化により、津南病院、十日町病院、松代病院の３

病院が地域医療の中核を担っているところです。県に対しては、地域の状況をしっかり伝えて

いくとともに、いわゆる信濃川筋の医療の在り方について地域としても検討を進めてまいりた

いと考えております。 

３点目、「老朽化した津南病院の建て替えと基金創設の考えはないか」についてお答えいた

します。津南病院は、昭和 52 年に改築し、平成７年には新館を増築して地域医療を担ってき

ました。しかし、築後 44 年が経過しており、経年劣化による設備・機器等不具合も多く、ま

た、その間、２回の大震災に遭い、建物自体にも大きな影響を及ぼしていると思っています。

施設改修は計画的に進めておりますが、緊急を要する場合も多く、毎年多額の修繕費や病院改

良費を必要としており、私は以前から、今後の病院の改築又は長寿命化修繕等の検討を進めて

いかなければならないと考えておりました。昨年度策定した津南町公共施設個別施設計画で

は、病院や学校等高い劣化度を示している施設が多く、改築・改修等の費用は多額になること

が見込めるために、定期的な基金の積立てを行い、財源確保を検討することとなってございま

す。現在、病院の中長期計画を策定するために院長や副町長をはじめとするプロジェクトチー

ムを結成し、津南病院の方向性や在り方を検討しております。その結果を基に、基金も含め自

主財源の確保に向けた検討も進める必要があると思っております。津南病院が地域住民に安心

して健康に暮らせる医療提供を行えるよう、人口減少、医療圏の状況、町財政等病院を取り巻

く状況を考慮しながら、持続可能な医療体制の構築と施設の維持に向けた医療行政に取り組ん

でまいります。 

 大きな２点目、ひまわり保育園増築工事に関する御質問の１点目、「工事事業費に係る議会

説明及び入札不落について」お答えをいたします。ひまわり保育園増築棟工事についての議会

説明は、昨年度 11 月全員協議会で増築棟園舎の概要、新型コロナウイルス感染症対策、避難

所機能の拡充、12 月全員協議会では、子育て支援センター機能移設、除湿型放射冷暖房装置

及び地中熱ヒートポンプシステム導入のメリットなど御説明を申し上げてきたところです。一

方、増築棟関連工事の事業費説明については、こうした建物の基本情報や施設の概要を踏ま

え、今年３月定例会前の２月５日に開催された全員協議会及び新年度予算説明についての合同



常任委員会で、増築建物本体工事、電気設備工事、屋外遊具工事、さく井工事など、令和３年

度から令和５年度にかけて予定している各種工事及び概算事業費について、教育委員会から御

説明申し上げ、３月議会で御承認を得てきたところです。 次に、増築棟本体工事等について

７月と 11 月に実施された入札不落後の議会への説明については、入札不落の事実とその後の

進め方等について議会へも御報告をしてきたところですが、詳細については、その後の入札な

どに大きく影響することから、詳しい説明はこれまで控えさせていただいてきたところです。

また、現在も入札不落の状況にあることは、町民の皆様、議会の皆様にも大変に御心配をおか

けし、大変申し訳ございません。なお、先日御説明を申し上げたとおり、不落の要因について

の検証結果について、ようやく６日に実施設計業者から報告を受けましたので、その資料など

をも基に、今後の進め方について年内の早い段階で議会に御説明をしたいとの思いであります

ので、なにとぞ御理解賜りたくよろしくお願い申し上げます。 

 次に、２点目、「今後の保育園整備の方向性について」お答えいたします。将来の保育園整

備の方向性については、前述のひまわり保育園増築棟整備に併せて、北部・こばと・ひまわり

保育園の３園を統合、１園とし、当面の間、ひまわり・上郷・わかば保育園の３園体制を維持

するとの従来の考え方に変更はございません。私にとりましては、実施設計委託業者の選定の

プロポーザルから始まり、パブリックコメント、議員の皆様からも御参加いただいた保育園整

備のための合同検討会や保育士を中心とするプロジェクトチームでの検討、町長と語る会での

説明と意見交換などを経て、また、何より町民代表の議員の皆様がたの御理解のもと御承認い

ただいた大切な保育園整備構想であり、各種の予算であります。本整備構想は、本当に大勢の

皆様がたの御支援、御協力を得たなかで、ここまで辿り着いた、津南の子どもたちのための計

画であります。したがって、コロナ禍の影響などによる物価高騰という厳しい経済状況のなか

にあって多少時間が掛かったとしても、ぜひ近い将来実現したいとの強い思いでございますの

で、なにとぞ議員各位からも引き続き御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

大きな３点目、「新型コロナウイルスワクチン３回目の接種の津南町での予定について」お

答えいたします。昨日、草津議員にもお答えしましたが、接種については、国は接種の前倒し

を検討しているようですが、今のところ８か月を経過したかたから順次進めていくことから、

今年４月に２回目の接種を終えた津南病院の医療従事者に対し、12 月末から津南病院におい

て接種を開始いたします。次に、その他医療従事者と 65 歳以上の高齢者は２月から接種を開

始することとし、２月については降雪の状況を考慮し、津南病院において人数を絞って接種し

たいと考えております。３月からは文化センターにおいて集団接種を進めてまいります。接種

日時については、２回目の接種を終えた順に、町が日時を指定させていただきたいと考えてお

ります。送迎については、今年の１・２回目の接種同様に、路線バスが入っていない地域につ

いて送迎バスなどを運行したいと考えているほか、個別の事情があるかたについても御相談い

ただければと思います。64 歳以下のかたについては、高齢者の接種が終了次第開始させてい

ただきます。現在、接種が円滑に進められるよう準備を進めておりますので、１・２回目の接

種に引続き、町民の皆様から御協力いただきますようお願いを申し上げます。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 



（10 番）桒原洋子 

 それでは、再質問させていただきます。 

まず、地域医療を守り手厚い政治へということでございます。新型コロナウイルス感染症感

染拡大で医療がひっ迫して、自宅待機期間中に入院できなくて自宅で死亡するという痛ましい

状況も起こりました。「感染症が流行したときに対応できる病床を維持しておくべきだ。」と日

本医師会長が言われています。「再編統合の方針は見直しが必要じゃないか。」というふうに述

べています。でも、岸田政権が今後の感染拡大を見据えた病床数を、この夏の病床数の３割増

の３万 7,000 人が入院できる体制を確保したと言っています。医療現場の深刻な人手不足を解

消する根本策は、本当に何ら示していないわけです。国民の命と健康を守り抜くと言いなが

ら、実際は病床削減の方針を変えようとしていないのです。見直しすらしません。今後の感染

拡大を見据えれば、私は国の方針を改めるよう、地方から強く声を上げるべきだと思います。

町長、いかがですか。 

 

議長（恩田 稔） 

 福祉保健課長。 

 

福祉保健課長（鈴木正人） 

 この地域としては、そもそもの病床数が充足しているとは言い切れないところがあると思っ

ております。そういったなかで、議員御指摘のとおり、感染症対策が新たなフェーズに入って

きているというところで、お話のとおりだと思っているところでございます。私ども、この地

域の状況をしっかり国・県に伝えていく必要があると思っておりますので、必要に応じて、町

村会等を通じて、しっかり声を上げさせていただきたいと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

（10 番）桒原洋子 

 そうですね。国の政策先取りの県政について移りますが、９月４日のオンラインシンポジウ

ム、妻有地域の医療介護を考える会に町長が町立病院管理者として参加をされています。「妻

有地域で集約して機能分担する段階にはないと思っている。」と述べているのです。「厚生労働

省は、地域包括ケアシステムの構築を進めるが、それに向けての集約は時期が早すぎる。町と

して発展していきたいという意思のなかで、集約する気持ちもない。」というふうにおっしゃ

っています。津南病院は病院として分散したままで機能分担をしていくと、報道にもありまし

た。町長は、オンラインで、県が進める医療集約は時期尚早という姿勢を示されましたが、 

―（町長「いえ。」の声あり。）― 医療集約は時期早々という姿勢。「地域医療の確保と両立

はすごく大変だが、両立しなければならない。」とおっしゃっているのではないですか。「その

うえで、妻有地域での連携だと。回復期、慢性期の病床を維持したり、軽度の急性期を受け入

れたりしながら、更なる機能分担を進めていく。」というふうに報道にはありました。それ

で、「病院同士や介護施設を含めて、共存関係をどうするかという話しにくいことを話し合っ

ていく必要があると思う。」というふうにおっしゃっているのです。これを見た時に、町長は



津南病院が本当に大事なのだと、この地域に必要な病院だというふうに私は受け取っていまし

た。それを伝えたということは非常に良かったと思うのですけれども、この方針を、町長のそ

の考え方について、継続をしていっていただきたいと思っているのですけれど、違いました

か。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

地元メディアには本当に気をつけていただきたいのですけれど、地域医療構想について私は

コメントしてはいなかったのです、あの時。時期尚早だとかという地域医療構想に対するコメ

ントは、私はその場ではしていなかったように記憶しています。なので、私も記事を見ました

時に驚いて。私は、津南病院の説明者として、その場に出まして、「妻有地域の中で、県立十

日町病院、県立松代病院、津南病院という核となる三つの病院がしっかり連携したなかで、そ

れぞれの病院がそれぞれの機能を果たしていく役割があるのです。」という話をしたのです。

だから、毎日、医療行政に携わっている人が見ていないと、あのシンポジウムは多分初めて聞

くことだったので、きっと驚いたこともいっぱいあったかと思うのですが、あの時の発言は、

県の医療構想云々というコメントではなくて、私は「津南病院としては、妻有地域の中での立

ち位置があるので、これをしっかりやっていく必要があります。」という発言を、その場では

させていただきました。議員がおっしゃるとおり、町立津南病院が果たしている重要性という

のは私も認識していて、常々認識しておりまして、帰郷する前からそう思っていたのですが、

きっと病院経営について勉強しなければいけないと思って勉強してきたのですけれど、そうい

ったなかで、この中で暮らし続けていくためには、医療ですとか教育、そういったソフト面の

社会基盤もしっかり維持していかなければいけないよという気持ちには全く変わりはありませ

んので、町立津南病院についての認識も重要だと思っているということは、ここで明確に言わ

せていただきます。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

（10 番）桒原洋子 

 分かりました。やっぱり県も医療構想、病床削減の方針は変わりないわけですよ、国と同じ

で。ですから、それを町長からはやっぱりそこのところを理解していただいて、津南病院がこ

れ以上削減されるとか、そういうことはないと思いますけれど、守るって言っているのですか

らね、町長は。だから、その県が進める国の政策を先取りするような方針には毅然と反対をし

ていただきたいと思っています。各首長も、市や町の運営に対しては、きっぱり無理だと言っ

ているわけですから、これはやっぱり松代病院もそうですが、県立でなければ運営は無理だと

いうことをぜひ津南町からも強く発信していただきたいと思います。 

 そして、もう一つの立場で言えば、魚沼圏域の問題になりますけれど、魚沼圏域も、この信

濃川沿い地域と連携をとって、重症の患者さんは、津南町からも魚沼基幹病院なり向こうの魚



沼地域のほうに送るということ、それが実際、今までもあるわけですから、連携を強める意味

でも、住民の足の問題もぜひこれは進めていただきたいと思います。これは公共交通に関する

問題ですので、これ以上言いませんけれども、そこのところも含めて、地域医療を守るという

意味でがんばっていただきたいと思います。 

それから、次に行きます。津南病院の建替基金創設についてです。津南病院の変遷なのです

が、町長は先ほど、津南病院が昭和 50 年に改築工事を着工して、昭和 52 年に竣工したという

話をしてくださいました。救急告示病院の指定も昭和 54 年にしているのです。それから新館

の増築工事、耐震補強工事もしてきています。地震も、中越地震平成 16 年、平成 18 年が中越

沖地震、平成 23 年には長野県北部地震、３回地震があって、病院のほうにも影響がありまし

た。そして、平成 29 年には本館の屋上の全面防水工事、そして、平成 30 年、一般病床を 45

床に変更しています。平成 31 年、整形外科医の常勤化、そして、改築後 44 年ですかね。45

年だと思ったのですけれど、44 年が経過していると。令和２年には、株式会社麻生に経営コ

ンサルを依頼して、令和３年度も同じ、現在、経営改善に取り組んでいるところだと思いま

す。町長も先ほどの答弁で、老朽化した津南病院の建替えや基金創設について、テーブルの上

に上げる、検討しているところということなのですが、この津南病院の建替えの時期、それか

ら基金創設を今後どのように進めていくのか。この課題を町長は、町長の構想の中ではいつ頃

という時期的なものか、今、お聞きしたいのですけれど、どうでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 ただいま中長期計画作っておりますので、その中で議論しております。私としましては、か

つて５億 6,000 万円から赤字があった時、これがずっと続けば、とてもではないが難しいだろ

うと思っておりました。ですので、足元の目下の経営状態を良くしなければならないし、組織

のコンディションだって状態だって良くしなければならない。そうしないと、新たな方向に向

かえないだろうというふうに思っておりました。ですので、就任以来、本当に最も重い課題、

町の行財政全体に影響を及ぼしており、いわゆる首が回らなくなってしまうかもしれないとい

う状態だったということに対して、町立病院の経営の立て直しということを皆で協力して一生

懸命取り組んでまいりました。結果として、３年間で１億 5,000 万円の改善、また、今年度、

更なる改善が見込めるといったレベルになってきております。町の財源の捻出もできておりま

して、３年前と比べて１億 3,300 万円の財源が捻出されていると。また、今年度は更に見込め

るということでございまして、経営の危機を脱して、当面の医療機能の維持ができるというレ

ベルに改善することができました。この延長線上に、現在まとめております中長期計画の中

で、今後の見通しについて検討してまいりたいと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

 



（10 番）桒原洋子 

 分かりました。中長期的な検討をしているということです。建替えをするにしても、何億も

掛かるわけです。その基金創設についても早急に、これは最優先にテーブルに上げていただい

て、前に進めていただきたいということです。まだテーブルに上がっていないのですよね。議

論を、中長期的な計画を立てているところで、まだしっかりとこれに取り組むのだという姿

勢、それがまだちょっと見えてこないのですけれども、基金創設についても建替えについて

も、今後、その方向で進むということですね。 

 

議長（恩田 稔） 

 病院事務長。 

 

病院事務長（小林 武） 

 基金、建替えの時期、テーブルに上がっているかどうかということなのですが、基金につき

ましては、いまだ検討には入ってございません。作業チームのほうで、建替え、そして、長寿

命化的な大規模修繕、こういったところのなかでの検討を始めているところでございます。そ

れを基にして、今後、大きな障害になる病院の借金、そういったところを検討しながら、基金

も含めた財源の確保、こういったところを検討していきたいと思っております。 

以上でございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

（10 番）桒原洋子 

 町長の決断一つで、テーブルにも上げられるし、前向きに進めていかれるわけです。ぜひ、

これは最優先課題、何よりも最優先に考えていただきたいと思っています。来年、診療報酬の

改定もあるわけです。ますます病院経営は大変になるのではないかなと思っています。薬価を

引き下げるような方針も出ていますので、しっかり国のそういう方向も見据えたうえで、病院

経営をがんばっていただきたいと思っています。 

病院については、以上です。 

そして、それでは、保育園のほうの問題に入ります。町長の目玉事業であったひまわり保育

園増設工事、２回の入札不落。通常はあり得ない。壇上でも通告してありましたけれども、あ

り得ないことが起きたのですよね。不透明であり、原因を明らかにすること。不信感も指摘さ

れている。当然のことだと思うのですけれど、このことについて町長はどう思います。 

 

議長（恩田 稔） 

教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 今回のひまわり保育園増築工事に係りまして、７月、11 月ということで、入札を行いまし

たが、不落ということでございました。先ほどの町長答弁のほうでも御説明を申し上げました



けれども、この２回の不落を受けまして、私ども、今、鋭意検証をしておるということでござ

います。その検証結果につきまして、年内の早い時期に結論が出ましたら、また議会のほうに

御説明を申し上げたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

（10 番）桒原洋子 

 検証結果を発表する前は詳しいことは述べられないということですかね。あり得ないことが

起きてしまったのですよ。２回の不落。これは、町外のかたからも指摘をされています。町

長、この入札に関しても、ひまわり保育園の工事を進めるということに対しても、去年の８

月、津南タイムスというものを町長は発行しました。「様々な課題に対して誠心誠意説明を尽

くし、私も命をかけて取り組ませていただきたい。」と、こういうふうに公約していらっしゃ

るのです。説明責任を果たすことを実行してくださいよ。どうですか。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 この保育園事業に関しましては、議員は「町長の目玉政策です。」とおっしゃいましたけれ

ども、いろいろなマスメディアの影響ですとか、そういったことで強く政策が印象付けられて

しまったような面もないばっかりではありません。私の周囲では、「あなた保育園のことばっ

かりやるんじゃなかったよね。それも言っていたけれども、そればっかりを言っていたんじゃ

なかったし。」というお話も聞いているところであります。やはりその大きな方向を誤ること

のないように、正しくいろいろなことが伝わっていくような必要性について強く感じていると

ころです。今回の不落ということに関しましては、非常にこのコロナ禍の物価上昇ということ

もあるやに聞いておりますけれども、このことについては、町民の皆様はじめ議員の皆様に大

変御心配をお掛けしまして、心よりお詫びを申し上げたいと、そういった気持ちでいっぱいで

す。今後のことに関しましては、年内に早いうちに議会に御説明申し上げて、方向性について

皆様にお示しし、御理解をいただきたいと思っております。その際に、検証の内容について御

説明をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

（10 番）桒原洋子 

 やっぱり町内外からも、なぜ進めなければならないのか疑問視をする声があります。あり得

ないことが起きているのに、その後も更に進めようとしているのか。年度内に説明があるそう

ですけれど、年内ですか。町長は白紙にできないですか。白紙にできないのなら、その理由を

おっしゃってください。目玉事業ではないのですね。 



 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 政策の方向性については、間違っていないと胸を張って思っております。今、国のほうで

も、大きな議論の流れがあります。今度、保育の供給が過多になってしまう、全国的にそうい

った時代を 2025 年に迎えるそうです。少子化によって地域の保育園が余ってきてしまうとい

うことでございます。これに対して、国のほうで審議会などで、では、どうあるべきかという

ことが議論され始めております。津南町は時代の先を行っておりまして、少子化というのが進

行してきてまいりました。その少子化、出生数が減るなかで、保育の質を維持する、そしてま

た、子育て世代の支援ニーズに応えていくというためには、今の保育園の再編の方向性という

のは、政策的に何ら間違っているものではないと胸を張って、そのように考えております。子

どもたちにとって、より良い保育環境を整えさせていただきたいという気持ちに変わりはあり

ません。ただ、保育園だけではなく、今後、公共建築物につきまして、保育園と同様、老朽化

している公共建築物が増えてきております。これらについて一つ一つ、全てを更新することは

できないと思いますけれども、これらについて方向性をどうしていくのか、建替え更新をどこ

をやっていくのかということを一体的に考えていく必要も。病院の話も出ました。どっちかで

はないのです。あれかこれかではないのです、これについては。必要なものは必要な方向に、

建替えであったり、長寿命化を進めていかなければなりませんので、そういったことを含めま

しても、大変重要な問題であると、やらなければならないことには変わりはないと思っており

ます。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

（10 番）桒原洋子 

 質問したことに答えるだけでよろしいです。ほかの施設のことは聞いていませんので。町長

は何が何でも再編する、統合していくことに何ら間違ってはいないというふうに考えてらっし

ゃるのですね。国の方向を先取りするというふうにおっしゃいましたけれど、保育園が都会で

は余ってきてしまう。 ―（町長「都会ではないです。日本で、国内で供給過多になってくる

のです。2025 年には。」の声あり。）― いや、都会ではなくて全体的に余ってきてしまうと

いうことなのですね。津南町は、まだ余ってきていないのですよ。まだちゃんと子どもたちが

いるじゃないですか、地域に。だから、その地域を残すためにも、子どもたちをそこに、地域

に置く必要があるのです。学校もそうです。それをわざわざ国の方向がそうだからといって、

先取りをして一つにするなんていうことは考えなくていいですよ、まだ。本当に子どもが一つ

の保育園に 10 人にも満たない、５人６人になってから統合を考えてもいいのではないです

か。町長は、何が何でも進めていくということですね。町長、「よりよい保育をすすめる町民

の会」のほうで 3,300 筆を超えるような署名を提出しました。それに対して、疑問を投げかけ



るような、住民の思いをこう踏みにじってきたわけですよ、今まで。どれだけ皆がつらい思い

をして署名活動をしてきたか、町長には分かりますか。 

 

議長（恩田 稔） 

 副町長。 

 

副町長（根津和博） 

 署名を頂いたなかで議論を重ねて、皆さんの同意を得たなかでの予算を承認いただいたもの

でございます。それを粛々と進めていくのが我々の務めだと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

（10 番）桒原洋子 

 本当に粛々と進めていらっしゃる。これには本当にもう頭が上がらないと言いたいのです

が、町長、副町長はじめ教育長、教育次長、それから総務課長もそうです。町のトップのかた

たちが、この保育園の問題でどれだけ神経をすり減らしてきたか。町長の強気な姿勢、どうで

もこれを造るのだということに対して、トップのかたたちはノーとは言えないのです。ノーと

言いたくても言えないのですよ。分かりますか。忖度していらっしゃるかもしれませんけれ

ど、実際本心はね、本当はやめて欲しい、進めないで欲しいと心の中では思っていらっしゃる

のですよ。意見具申という言葉もありますけれど、もう少しこのトップのかたたちの本当に建

設的な意見、「町長。この辺で考えた方がいいんじゃないですか。」というような意見をなぜ受

けとめて答えてあげないのですか。教育長も次長も本当に苦しんでいると思いますよ。どれだ

けの資料を集めて作って、住民や議会に説明してきて、そういうことをもうずっとこの何年間

繰り返してきました。本当に真剣に業者のかたたちも、入札に向けて真剣に材料を揃えて準備

してきたわけです。そして入札をした。本当に真剣になって入札をした。それが１回目、不落

で終わり。それに更なるまた入札。もう業者のかたたちは、「もう熱意が冷めた。」というふう

におっしゃっているのです。なぜ入札が不落になったか。そのことを設計業者も含めて検証し

てきたのだと思いますけれど、どれだけ職員が大変な思いをしてきたか。町長、体で感じてい

ますか。町長ですよ。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 今、お話の出ました副町長、総務課長、教育長、教育次長は、いかにこの事業について重要

と思っているか、後ほど一人一人から答弁させていただきます。私どもは、団結して、これは

やらなければいけないことだ、町の大きな方向性から見てやらなければいけないことだという

ふうに判断してやってまいりました。決して行政の独断専行で進めてきた事業ではなかった。

多くのかたがたの御理解と御支援がなければ、やれなかったことであります。 



 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

（10 番）桒原洋子 

 各管理職の皆さんから答えていただく必要はありませんけれど、「よりよい保育をすすめる

町民の会」の皆さんが教育委員会のかたとも話をしています。教育長や次長とも。そういう話

の流れの中で、本当に造りたくて今までがんばってきたんだという、そういう言葉ではおっし

ゃいますけれど、町長には歯向かうことができない。町長に反対を言ったら、どうされるか分

からない。どこかへ飛ばされるかもしれない。そんなことを心の中で思っていながら、町長が

強引に進めることに賛成をして、賛成というか協力をしてきたわけですよ。町長は、その辺り

がどうも分かっていないのではないかと思います。この間の報道にも見ましたけれど、町長の

記者会見ですか。「本当の意味で町長にならせてほしい。やり切ることを子どもたちに見せて

あげたい。」と、そんなことを記者会見でおっしゃっているのですよ。そういうことって、普

通口には出さないですよ。自分の心の中にしまっておいて、今の状況をきちんと説明するべき

なのです。本当の意味で町長にならせてほしいって、今まで何だったのですか、町長。町長で

すよ。 

 

議長（恩田 稔） 

教育長。 

 

教育長（島田敏夫） 

 先ほど、教育長等のお話も結構出されていますけれども、私もこの４月から就任させていた

だいて、この問題に携わってきております。非常に重たい重要な問題だと思っておりますし、

これまでの経緯を私なりに把握したり、また、いろんなかたがたの御意見をお聞かせいただく

なかでもって、今までのいろんな協議、あるいは、それぞれの検討の会議等の資料を見たなか

で、津南町としての方向性としては、３園を統合して、当分の間、５園体制ということについ

ては、私としても理解をしているところでございます。これからの津南町の将来の園体制を考

えたときには、近い将来、またこういった問題が生じる可能性が当然出てくるだろうというな

かでもって、今の３園の１園体制の方向性については、私としても理解するところでありま

す。今後の方向性については、先ほどからも答弁にありますように検証する段階ということ

で、本来であれば、11 月の入札からもう１か月もたっていますので、もっと早めに御説明し

なければいけないことで、更に皆さんに御迷惑や御心配を掛けているところでありますけれど

も、この件については検討して、今後の方向については今検討してございますので、それにつ

いては、また後ほど御説明させていければと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

 



（10 番）桒原洋子 

 教育委員会を責めるわけでもないし、教育長に物を言うわけではないです。教育長は、そう

いう立場でいらっしゃったのですからね。やっぱりこの春から、町長、町の姿勢なのですけれ

ど、早く入札をしたい、早く建設をしたい、その思いが本当に伝わってきました。この 3 月

の、議会前に設計業者が決まり、打合わせをしてきた。環境省の補助金申請も思っていたより

は許可が早くおりた。だから、早く入札をして、工事を始めたかった。そういう姿勢、町の考

え方は当然だと思いますよ。入札を２回した、不落に終わった。そのなかで、町長はなんで定

員の見直しをしようとしないのですか。経費を削減するために、定員の見直しを当然するべき

だと思うのですけれど、なぜしないのですか。町長ですよ、町長。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 定員につきましては、これまでもここに来るまでの間に、この議会等々でも議員の皆様がた

といろいろ御質問等いただくなかで、私ども教育委員会としても答弁をさせていただいてきた

というなかで、最終的に 250 人という定員で、今回、この増築等については建設をするという

ことでお願いをして、それについて御理解を賜ったと記憶してございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

（10 番）桒原洋子 

 過去５年間の出生数を調べさせてもらいました。平成 29 年度 52 人、来年度５歳になる子ど

もさんです。平成 30 年には 46 人。令和元年に 52 人。そして、令和３年度、今年、見込みが

38 人。令和４年度は未定だそうですけれど、何人くらい出生されるのか。まだ教えていただ

けないのですけれど、やっぱりこの数を見ると、全部合わせて、そして社人研の発表した推計

人口を見て、３歳児、５歳児は 100％、０歳児は 50％から 60％の入所、１歳児は 80％、２歳

児は 90％の入所というふうに推定をして出した数字なのですけれども、これでいくと、大体

百五、六十人なのですよ。津南町全部合わせて 200 人にならない。わかば保育園や上郷保育園

がまだ統合のめども立っていない。そういうなかで、やっぱり 150 人から 160 人、幾ら多くて

も 200 人には満たないと思うのです。なのに、なんで 250 人なのですか。町長、答えてくださ

い。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 定員はあくまで定員です。そこに入る。今だってそうですけれど、定員何人、70 人とかい

う保育園があって、だけど、その人数満員入っているわけではないです。定員はあくまで定員



で、推計に基づいて作っているものですので、その作成した時点で、そういった推計に基づい

て 250 を設定した。プラス、これから定住が増えて欲しいということで設定したことだという

ふうに従来答弁させていただいているかと思っています。 

 

議長（恩田 稔） 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

（10 番）桒原洋子 

 定員 250 人は、変わりないようなお話です。町長になられたのが平成 30 年ですよね。平成

30 年、そのときは 46 人。令和元年に 52 人。新型コロナウイルス感染症の影響もあって、今

30 人台なのですよ。どのような子育て支援をしていくか、定住、移住を進めていくかによっ

て、これは大きく変わるかもしれませんけれど、多分、でもこの人数が更に 40 人 50 人と増え

るという予想はあまりできないのではないかなと思うのです。だから、250 人規模の保育園は

いらないですよ。この人数、ゆっくりまた見ていただきたいと思いますけれど、なんで経費

を、予定の増築計画で私達に示された８億円、それをなぜ下げないのですか。実施設計の時に

説明がありましたけれど、下げるべきですよ。私は建設を賛成するわけではないですから、そ

の辺ははっきり言うことはないのですけれど、もう見直しをしたほうが良いですね。踏みとど

まるべきですよ。これだけ周りのかたに反発をいただいてるのですから。それに反対、それを

認めてやらないようであれば、津南町の地域全体に説明会を行い、一部の地域だけではなく

て。そういう話も聞いていますから、一部の地域だけではなくて全地域に説明して、よく理解

をしていただいて、そのうえで、この次どうするか決めてくださいよ。いいですか。説明責任

があるのです。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 まだ、この検証結果を説明するということが皆さんに議会に説明するということがポイント

になっていると思っていまして、今後、年内に早い段階で検証結果について御説明をさせてい

ただく機会を設定したいと思っております。そのうえで、方針について御説明させていただき

たいということですので、検証結果を御説明させていただく前には。まずは検証結果について

御説明させてください。そういった機会をぜひ持たせていただきたいと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

 簡潔にお願いします。 

 10 番、桒原洋子議員。 

 

 

 

 



（10 番）桒原洋子 

 その前には住民に説明会は行わないということですね。検証結果を議会に説明しますよね。

その前に、住民に対して、町政報告会だか何の説明か分かりませんけれど、そういうことは一

切しないということですね。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 まずは、住民代表である議員の皆様に御説明をさせていただきたいということでございま

す。 

 

 

議長（恩田 稔） 

 換気のため２時 10 分まで休憩いたします。  ―（午後２時 00 分）― 

 ―（休憩）― 

 会議を再開し、一般質問を続行いたします。  ―（午後２時 10 分）― 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 

 

（８番）村山道明 

通告に従いまして、次の４項目について御質問いたします。 

１．まずはじめに、新型コロナウイルス感染症の関連について、２点お伺いをいたします。 

（１）まず１点目。ワクチンの追加接種（第３回目接種）の対象や接種を受ける方法など、

多くの町民が心配しております。開始時期を含め、具体的な情報をお示しされたい。今ま

で各議員が御質問をされましたが、簡潔明瞭で結構です。よろしくお願いをいたします。

まずは、当町の接種を行う機関、接種の対象などについてお聞かせください。 

（２）２点目です。特に、近々の情報の詳細をお聞かせいただきたい。少子高齢化や新型コ

ロナウイルス感染症対応の看護や介護、保育など、現場で働く人の収入を引き上げる方針

を政府は固めました。具体的には、保育士、介護福祉士は月額 9,000 円。救命救急センタ

ー設置の医療機関に勤務する看護師などについては月額 4,000 円の処遇改善を図るとして

おります。分配政策は来年２月から、必要な経費については補助金や交付金で調整を進め

ていくということです。財政確保の見通しが図られた場合、町の支給等々についての措置

対応についてお伺いをいたします。 

２．次に、令和４年度予算編成の方針について、お伺いをいたします。新年度予算編成に向け

ての指示、姿勢について、お聞きをいたします。平成 30 年、町長就任での基本方針「希望

と愛、参加できるまちづくり」を念頭に、各年度の方針を示して予算編成に取り組んできた

ことと思っています。そこで、最終年度に当たり、選挙公約実現の運営をかみしめた新年度

の予算編成の組み立てを伺います。 



３．次に、移住・定住施策について、お聞きをいたします。さきに、津南町移住・定住施策に

関する提言書が策定され、新年度から、移住コーディネーター及びサポーターとして、２名

を採用配置するとしております。現在、十分な体制がなく成果が上がらないことを根拠とし

ておりますが、当町は移住者に対する支援策が全国の他市町村とでは一部に関しまして手厚

くないと私は考えております。常駐専任の有効性と具体的な戦略をお伺いいたします。 

４．最後に、まちなかオープンスペース開設について、２点ばかりお伺いいたします。先般、

当該地区に対しまして、大割野地区ですが、説明会を開催いたし、方向性など詳細を示され

ました。商店街に人の流れを生み出す施策は理解するうえであります。その点を含め、次の

点について、お伺いいたします。 

（１）まず、拠点施設を造るとして、先般、当該商店関係者 10 名程度でございましたが、

説明されました。さらに、施設利用者、ニーズ対象者からの意見を徴することが私は重要

であると考えます。コンセプトを十分理解していただくうえで、ターゲットを明確にした

設備設計内容で決することが肝要であります。提案内容では不十分であると考えますし、

早急に決めることなく、近未来の利用度を十分検討する。それを含めて、今後の展開を伺

います。 

（２）また、施設のイニシャルコスト（初期費用）、また、ランニングコスト（月額・年間

費用）の詳細を併せてお聞かせください。 

（３）この施設の運営、協働について、津南未来会議の提言書にあるが、具体的な方策

（DMO）との関与、関連について、お聞かせください。 

壇上からは以上です。 

 

議長（恩田 稔） 

 答弁を求めます。 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 ８番、村山道明議員にお答えいたします。 

大きな１点目、新型コロナウイルス感染症関連に関する御質問の１点目、「ワクチンの追加

接種について、接種を行う時期、接種の対象について」お答えいたします。草津議員、桒原議

員にもお答えいたしましたが、接種については、国は接種の前倒しを検討しているようです

が、今のところ８か月を経過したかたから順次進めていくことから、最初に２回目の接種を４

月に接種を終えた津南病院の医療従事者に対し、12 月末から津南病院において開始をいたし

ます。次に、その他医療従事者と 65 歳以上の高齢者は２月から接種を開始することとし、２

月については降雪状況を考慮し、津南病院において人数を絞って接種したいと考えておりま

す。３月からは文化センターにおいて集団接種を進めてまいります。接種日時につきまして

は、２回目の接種を終えた順に、町が日時を指定させていただきたいと考えております。64

歳以下のかたについては、高齢者の接種が終了次第開始をさせていただきます。現在、接種が

円滑に進められるよう準備を進めておりますので、１回目、２回目の接種に引き続き、町民の

皆様から御協力いただきますようお願い申し上げます。 



２点目、「少子高齢化や新型コロナウイルス感染症対応の看護や介護、保育などの現場で働

く人の収入を引き上げる方針を政府は固めたことから、財源確保の見通しが図られた場合の支

給等の措置対応について」お答えいたします。議員お尋ねのとおり、国の 2021 年度補正予算

案によると、経済対策として、看護、介護、保育職員など処遇改善が行われる見込みです。現

時点においては、市町村に対し事業の概要等も示されておりませんが、市町村において事務を

行うこととなった場合は、国からの通知、要綱に基づき、迅速に事務を執行させていただきた

いと考えております。 

 大きな２点目、「令和４年度予算編成方針について」お答えいたします。令和４年度予算編

成に当たり、歳入につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による不透明な経済状

況、雇用情勢により、固定資産税、償却資産の税収の伸びや、個人住民税、法人町民税は、令

和３年度予算対比で同程度の見込みであります。歳出におきましては、少子高齢化の加速を背

景とした扶助費、老朽化の進む町有施設の改修や維持修繕費など経費節減努力に関わらず増加

せざるを得ない財政需要や、脱炭素、デジタルトランスフォーメーションなどの新たな取組に

よる財政需要もありますので、拡大することが予想されます。現在、各課からの要求を取りま

とめ、企画財政班長査定を行っております。来週から総務課長査定が始まり、私の査定は年明

けになる予定です。査定においては、持続可能な財政運営を最優先課題とし、事業成果を精査

分析し、重点施策への効果的な財源配分や効率的な事業構築を進め、限られた予算の中で最大

の行政効果を図ることを目指してまいります。 

大きな３点目、「移住・定住施策に関し、移住コーディネーター及び移住サポーターの有効

性と具体的戦略について」お答えいたします。来年度より移住コーディネーターの設置を考え

ております。席は観光地域づくり課に置きますが、地域住民や企業とのネットワーク構築で外

出し活動するかたちが多くなると思われます。都会の移住検討者との相談業務は SNS で行い、

実際に町に来た際の相談は役場やまちなかオープンスペースで面談というケースが多いと思っ

ております。移住コーディネーターを設置する有効性ですが、専門職員を配置することで、移

住者支援の専門知識を習得した質の高いサービスが提供できること、人事異動に拘束されずに

長期にわたる相談支援が可能であること、蓄積された地域住民や移住者支援組織との人脈を使

って多様な支援が可能になることが挙げられると思います。さきの移住・定住プロジェクトチ

ームの提言では、移住コーディネーターの設置について提案がありました。コーディネーター

設置の成果を見ながら、更に移住者が増えるよう検討してまいります。また、移住サポーター

制度ですが、こちらは登録制の無償ボランティアとなります。移住コーディネーターから移住

検討者に住んでもらえそうな地域に紹介する際の地域住民側の窓口若しくは住宅などの相談が

できる専門家などのかたがたを募集しており、多くのかたから御応募いただきたいと考えてい

ます。移住サポーターの有用性は、行政や移住コーディネーターでは手の届かない部分をきめ

細やかにサポートしていただくことで、移住者の定着率向上につながると考えております。 

大きな４点目、まちなかオープンスペース開設に関する御質問の１点目、「利用者ニーズ把

握を行い、利用度を検討することも含めた今後の展開について」お答えいたします。これまで

にも説明したとおり、まちなかオープンスペースの機能検討では、町民のかたがたからワーキ

ングチームを作って御意見を出していただきながら設計案を固めてきました。出てきた設計案

については、役場ロビーに展示し、意見募集しました。広報紙にもその状況について報告し、

報道各社にも情報提供をしております。アンケート回収箱やなんでもハガキで御意見をいただ



いております。また、バス待ちなどでの利用が期待できる津南中等教育学校での後期生の探求

学習で説明会を実施し、積極的な御意見を多数いただきました。また、第３回の検討ワークシ

ョップにも 10 名ほどの中等教育学校生が参加して、様々な変更点が加わっています。大割野

商工協同組合の役員会でも２回ほどお時間をいただいて了解を得ております。現在、これらの

意見を基にした実施設計に向かっているところですが、ようやく施設の性格が見えてきたこと

から、11 月に大割野・陣場下地区での説明会を開催しました。村山議員からも御参加いただ

いた地区説明会では、駐車場など幾つか御質問をいただきましたが、商店街の賑わい創出の一

助としたいという行政側の主旨は御理解いただけたと思っております。これまで、まちなかオ

ープンスペースが持つべき機能について、様々な御意見をいただいたと思っております。限ら

れた空間ですので、全ての意見を取り込むことは不可能ですが、最大限の利用促進が図れるよ

う設計を進めております。議会からの建策要望でも、空き店舗の活用や商店街活性化の施策要

望が例年で出てきておりますので、そのきっかけとしてのまちなかオープンスペース整備は早

期に取り組んでいきたいと思っています。機能追加のために設計変更することは現在考えてお

りませんが、運用面、例えば開館時間などはまだ固めておりませんので、そのなかで御意見が

あれば取り入れることが可能ですので、今後も運用面での御意見は募集してまいります。 

２点目、「イニシャルコストとランニングコストについて」お答えいたします。イニシャル

コストについては、補助金活用も含め現在精査中であり、詳細が分かり次第説明をさせていた

だきます。国の補助金を活用し、できるだけ一般財源の持ち出しを抑えるよう準備を進めてま

いります。ランニングコストですが、まだ運用面がはっきり決まっておりませんので概算とな

りますが、電気料の需用費で約 30 万円、通信運搬費などの役務費が約 50 万円、コピー機やス

マートロックなどのリース及び家賃などの使用料及び賃借料が約 150 万円、警備保障などの委

託料 20 万円で年間 250 万円程度を見込んでおります。 

３点目、「まちなかオープンスペースの施設管理と DMO との関係について」お答えいたしま

す。観光地域づくり法人（DMO）につきましては、来年４月に新法人の設立を計画しておりま

す。津南未来会議の提言書にもありますが、まちなかオープンスペースは地域づくりや交流の

拠点となっていく施設ですので、管理は新法人が担うことを想定しております。施設が完成す

るまでは新法人の事務室は役場に間借りをすることになると思いますが、施設整備後は新法人

の所在地をまちなかオープンスペースに置き、施設管理をしながら、地域づくりや農商工観光

連携、情報発信などの仕事をしていくことと考えております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 

 

（８番）村山道明 

ありがとうございます。まず、１点目の新型コロナウイルス感染症対策の現在の政府の分配

政策、現在、国会では審議をされております。ほぼ確定しているのが現状であります。そこ

で、町というのは、前回は、幾らかは特別給付金の分配を直接職員にやりましたよね。今回

は、月額給与のアップですから、当然、給与上の条例改正がいろいろあるわけですよね。それ

を踏まえて、通知が来たらやると。２月からですから、国会でこれが通過すれば、当然通知が



来るだろうと思いますが、それを含めて給与改正の法案を、町は３月定例会か若しくは新年度

予算にするのか、それをまず１点、お願いします。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（村山詳吾） 

 答弁にあったとおり、現在はまだ国からの情報が来ておりません。前回の特別給付金も病院

職員への配分があった時には、手当というようなかたちで配分されたと思うのですけれども、

給与条例改正というかたちでは行われませんでした。今回の内容につきまして、どういう状態

でくるのか。条例改正というふうになるのか、ちょっとその辺は、なかなかそうならないのか

なと思っておりますけれども、また情報が来次第、適切な対応を取りたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 

 

（８番）村山道明 

 町で、その分配に該当する職員は、保育士ぐらいですよね。病院は、救急医療センターの範

囲外ですから病院の職員は関係ないし、介護福祉士もあんまり関係ないし、保育士のみかなと

私は考えたのですが、一応、私の考えが間違っていたら教えてもらいたいのですが、いかがで

しょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（村山詳吾） 

 対象者は、議員のおっしゃるとおりなのかなと思っておりますけれども、保育職員につきま

しても町の条例に基づいておりますので、当然、町の給与は、国・県に準じておりますので、

国・県の法律改正、条例改正まで影響を及ぼすのかなというのは、ちょっとまだ分かっており

ません。ひょっとしたら、民間ベースの施設なのかなという想像もしてございますけれども、

また情報収集に努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 

 

（８番）村山道明 

では、よろしくお願いします。 

続いて、予算編成の関係です。私が聞いたのは、町長は４年間、最終年度の予算編成になる

のだから、来年度予算は一つの締めくくりというわけではないのですけれども、成果の最終的



な予算編成、活動の最終的な予算編成であるということだと考えて質問したわけです。平成

30 年に、私は同じようなことをお聞きいたしました。就任の時にこういう予算編成、４年間

をどうするかということをお聞きいたしました。そしたら、「希望と愛、参加できるまちづく

り」の三本柱を中心として考えるということで、具体的には津南病院の経営改善、保育園・小

学校の環境改善、そして、DMO の設立、津南未来会議の設立等々ありまして、そして、最後の

ほうに、町全体の公共交通体系を見直すための公共交通網の形成計画に着手するという予算を

組むというふうになって、声明を出したわけです。ですから、その最終年度に当たるわけで

す。この中でいろんなことをやった、予算上やった、現在をやっているというのがありますけ

れども、その関係で、今日のさっきの答弁から考えると若干違うかなというふうに私は感じた

のですが、その点、平成 30 年の時の予算の基本方針、４年間の基本方針の最終年度として、

できないことはあるわけですけれども、そういう点を含めて、もう一度、締めくくりの基本的

予算の考え方をお聞かせください。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 私は、2018 年、平成 30 年から町政運営に当たらせていただいてまいりました。議員もおっ

しゃっていましたように、まずは、町の行財政全体のための町立病院の経営の立て直しという

ことが急務でございました。それに対する改善状況ですとか、それに伴う町全体の財政状況の

改正については一定の結果が出てきたところです。また、県との人事交流をさせていただくな

かで、農業立町として新潟県のトップランナーを走るのだという思いで、農業施策体制につい

ても充実させてまいりました。また、議員もおっしゃっていただきました津南未来会議の開催

ですとか、観光地域づくり法人 DMO の立ち上げにつきましても、ぜひ、来年度に向かわせてい

ただいて、農業だけじゃないよ、他産業ももっともっとレベルアップしていくんだよ、グレー

ドアップしていくんだよという方向にぜひ向けていきたいと思っております。昨日の筒井議員

への答弁でも申し上げましたように、今後の向かっていく津南町の方向としては、昨日申し上

げたとおりですが、まずは新型コロナウイルス感染症の時代を乗り切るということが最優先と

なってまいります。今、国のほうで審議されている補正予算が通りました後、今年度中に、そ

の国の予算を活用した、年度中ではあるのですが、新年度予算をまるで組むかのような頭の使

い方で、新型コロナウイルス感染症をどう乗り越えるかという、そういった予算組みも新年度

予算と併せてしなければなりません。そういったこともしながら、昨日も申し上げました津南

の担い手づくり、後継者づくりを行う施策を充実させる。そして、基盤づくりを作っていくと

いうこと。そして、答弁で申し上げました脱炭素の方向、脱炭素先行地域入りのために施策を

充実させていくということ。そしてまた、福祉のことですとか、そういったことについて、

様々予算組みについてはイメージをしているところですが、まだ部署のほうでの査定がありま

すので、それを見ながら、また検討させていただきたいと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 



 

（８番）村山道明 

 なんとなく理解を私はしたのですが、要するに私の言いたいのは、平成 30 年に町長が就任

した。私はこういうことを基本理念で予算を組んで、４年間、私の政策をあなたがた町民との

お約束として実行していきますよ、というのが施政方針を含めた予算編成ということでありま

す。コロナ、コロナと言っても、新型コロナウイルス感染症は突然やってきたわけですが、や

はり自分が当選をした時の基本政策については、しっかりと実行していく。最終年度の年であ

りますので、予算編成もそれなりにきちっとしていくのが応援したかたがたへの説明責任であ

りますので、その点を含めて、きちっとまた予算編成については、しっかりとしていただきた

いと思って、希望いたします。 

 次で最後になります。移住・定住の関係なのですが、移住・定住については、お試し体験住

宅、津南では、２か所か３か所ありますよね。お試し体験をちょっと見たら、高いのですよ

ね。お試し体験住宅のお金が普通の家賃並みの体験のお金だと記憶しているのですが、ある市

町村では、お試し体験がいちばん移住・定住には大事であります。それをやはり体験していた

だいて、そして御判断をして、私どもの所へ来てくださいという移住・定住。そのために、更

に町職員がコーディネーターもそうですが、しっかりと補佐をして、ここに住む魅力をきちっ

と言っていく。そんなに大それたお金を取る必要はないのではないかと思っております。大牟

田市もそうでしたが、お試し体験は無料で、ほかの市町村も相当安いです。ちょっと調べた

ら、２週間で、冬の場合特に５万円近いお金を月額取るみたいなことでありますが、やはり町

長が平成 30 年に言った言葉の中で、「生活道路の確保や克雪対策による住みよいまちづくりを

し、移住・定住対策をします。」というふうにちゃんと言っているわけです。ですから、冬の

体験をさせて、そんなお金を取らなくてもいい。津南町はこういうことでありますよと、実態

を聞いて、そして、しっかりと補佐をして、移住者のフォローをしていくのが私は良いのでは

ないかと思っています。ですから、そういう関係の見直しをしていただきたいと思うのです

が、いかがでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 お試し体験住宅への御意見ありがとうございます。お試し体験住宅のほうにつきましては、

制度が始まってた時に、いろいろと諸先輩がたに検討していただいたなかで、恐らく民業を圧

迫してはならないとか、そういったところを配慮して、今１日大体 3,000 円ぐらいなのですけ

れど、一応２週間単位で借りることになるので、それが 14 日分というようなかたちになって

おります。入る際には、職員が掃除をさせていただいたりというようなかたちでやっているの

ですけれど、やはり古い民家ですので、決して快適な状況ではないのかなということで、昨年

から Wi-Fi 設備を導入したりとか。コロナ禍が始まったころ、利用率がなかなか上がってなか

ったものですから、利用率を上げるようなことで考えておりました。おっしゃったとおり、お

試し体験住宅は移住者促進のためで、もうちょっと安くしたほうが良いのではないかという御

意見については、また持ち帰って検討させていただきたいと思います。 



 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 

 

（８番）村山道明 

 一つ国の補助金関係とか、県もそうですが、移住するに当たって、津南町に来るとお金が出

ますよね。なんていうお金かちょっと忘れました。すいません。東京都内に勤めていたかただ

とか、そういう近郊に勤めていたかたがたが津南町に来て定住を約束するとお金が出るという

ことであります。私の関係筋がそれではない所から来ましたので該当しなかったわけですけれ

ども、それらを含めて、きちっと移住を増やしていく。そんなに増やすことはできないでしょ

うけれども、それでも１人、２人、３人というふうに、徐々に増やしていく。最後には家庭を

持っていただいて、そして、人口を増やすということが必要である。その下支えとして、こう

いうお試し体験というのがあるわけですから、それきちっと職員も理解して、きちっとお知ら

せするということが必要です。ですから、お試し体験住宅でもうけるだとか、お金を取るだと

か、そういうことは私は理解ができません。ですから、さっき課長が見直しをするということ

でありますので、しっかりと見直しをして、ほかの市町村並み以下にしてもらいたいです。再

度確認しますが、いかがですか。 

 

議長（恩田 稔） 

 観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 お試し体験住宅につきましては、近隣の市町村の状況等も勘案しながら、なるべく人が気軽

に立ち寄っていただけるような環境整備、それから、料金設定等が必要かどうか、また検討さ

せていただきます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 

 

（８番）村山道明 

 では、最後に、まちなかオープンスペースについて、お聞きいたします。さっき町長がまち

なかオープンスペースの施設の中について、いろいろと意見聴取をして、そして、たくさん御

意見をいただいたということであります。私も意見を聞き歩きました。そのなかで、そのかた

がたの意見、いちばん重い意見といいましょうか、いちばん大きなというか、たくさん意見が

された主な、どんな点の意見がいちばん多かったか、二、三、例を挙げていただけますか。よ

ろしくお願いします。 

 

議長（恩田 稔） 

 観光地地域づくり課長。 

 



観光地域づくり課長（石沢久和） 

 津南中等教育学校の子どもたちに意見を聞いていますので、この子どもたちの意見、数的な

ことを言うと、そこが非常に多いかたちになります。子どもたちは非常に真面目なので、勉強

がやりやすいような環境にしてほしいというような御意見をたくさんいただいております。そ

のほかにも、なんでもはがきとかのなかでは、例えば、ストリートピアノを置いたらどうだと

か、オープンキッチンが欲しいよとかという御意見もいただいてるのですけれども、そちらに

ついては、ちょっとさすがにあの空間ですので難しいかなというふうな判断で、今のようなか

たちを考えております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 

 

（８番）村山道明 

 津南中等教育学校生の御意見も良かろうと思いますけれども、多分意見が出たのですが、あ

そこは駐車場が横断をしなければならない場所にありますね。ほとんどのお母様がた、「駐車

場が狭いんだよね。あそこを横断するのは子連れじゃ危ないよね。」と。そして、いちばんの

ことを言ったのは、設計図を見直しはしないというのを町長は言ったのですが、段丘の段差で

すね。「あれは転んで落ちたら大変だよね。子ども連れていけないわ。」と、こういう意見なの

ですよ。そう思って私も聞いたのですが、「やはりもうちょっとニーズの把握をしっかりとし

ていただきたいよね。」ということを言われました。その点、変更はしないということを断言

いたしましたが、その点は絶対そうであるのかないのか、お聞かせください。 

 

議長（恩田 稔） 

 観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 恐らく議員のおっしゃるところは、いわゆる子連れのお母さんがたの御意見かと思います。

こちらについても、今回の検討をしていただいた住民の中に、お子さんがいらっしゃって、そ

れについての「日曜日、遊ぶ場所がないんだよね。」みたいなところを聞いております。今

回、補助金等を活用して整備していくなかで、純然たるボールプールみたいな、本当に子ども

たちが喜んでさわげるようなスペースというのはできないのですけれども、住民説明会でもあ

りましたとおり、今後、そういったニーズがあれば、また別の場所なんかも検討していかなけ

ればならないだろうということで考えていますので、今回に関しては、設計チームのほうで示

されたプランを基に設計を今進めているところだということで御理解いただければと思いま

す。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 

 

 



（８番）村山道明 

 今の言葉を正確に解釈すると、しないよと、設定変更はしないよということですよね。で

は、あそこへ子どもが上がって落ちた場合、いろいろ保障が出るわけですね。それは大変な御

苦労をされるのかなと思っております。それを含めて、これからの設定でしょうが、段差があ

れば必ず物が上から下へ落ちてくる。これは当然です。これは法則上、そうなっていますの

で。ですから、子どもが上から落ちたらどうなるかということを考えて、更なる対策を考えて

いく。それが設計士だろうと私は思っています。そういう設計士を選んだのかどうか分かりま

せんが、それをしてください。変更はしないと言っているのですから、してください。 

それから、駐車場のさっきの話ですけれども、向こうのほうにある町営駐車場の狭い所があ

るのですが、そのトイレを含めた建物を壊すか壊さないか。あそこの駐車場は、現実、昼間に

行くと、もう何台か駐車されています。とてもではないけれど、簡単に駐車はできないような

場所でありますので、その点を含めて、あの建物を将来的にどうするのか。あのままの状態で

行くよというのであれば、駐車場をもうちょっと考えてくださいということです。その点、い

かがですか。 

 

議長（恩田 稔） 

 観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 当然に、御意見の中に駐車場についての御意見を頂いております。基本的な我々のスタンス

としては、商店街を歩いてもらえるというのが大前提としてあるので、駐車場について補完的

なところなのかなということは思っているのですけれども、ただ、おっしゃるとおり、今町が

借りているあの場所については、確かに台数が限られているなというところはあるので、我々

の検討課題の中の一つとしては、まちなかオープンスペースができれば、あそこはいらなくな

って、あそこを整備することで、もう何台か停められるかたちになるだろうなということは当

然のように検討していますけれども、現段階で取り壊すという方針が固まっているわけではご

ざいません。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 

 

（８番）村山道明 

 では、慎重に検討してください。 

それから、さっきのランニングコストの関係です。先ほどの町長の回答でも、DMO の事務所

になるということです。そうすると、ランニングコストも非常にすばらしいものになるのかな

と思っています。DMO 推進室だよりの中で、まちなかオープンスペースの開設に向けての中に

希望で、「荷物を入れるロッカーがない。」「個室スペースを増やして欲しい。」「冷暖房やラン

ニングコストが必要。」、要するにいろいろと心配事がある仕様もあるなかで、ランニングコス

トについて、皆がどうなるのだろう、と。「相当掛かるんじゃない。あそこに職員も来たり、

いろいろしたりすると相当金が掛かるんじゃない。そうすると、あそこの賃借料というのは幾



らになるの。」というふうに聞かれました。賃借料は、私は分かりませんが、ただ、賃借料と

いうのはもう決まっているというお話を私はしました。この場で回答はしなくて結構ですの

で。そして、その賃借料とか、そういうコストの関係で周りの商店街に聞いたら、「高けれ

ば、うちもスペースやるよ。」とか、いろんな意見があったわけです。実際そうだと思いま

す。お客さんが来ないなかで、そういうふうに開放したほうが生活できるかなというような考

えを持つ人は中にはおります。そんななかで、ランニングコストがこれから非常に心配されま

す。今はっきりと言えないということであれば、いつきちっとされるのか。ましてや、４月で

すから、新年度予算を出すということですから、当然、その前にランニングコストの説明をす

るか、資料を出すか。そうしないと、とてもではないけれど、ランニングコストが幾ら掛かり

ますとはっきりしないうちは賛成なんてとてもできません。そんななかで、きちっといつ頃、

そういう詳細を示してくれるのか、お聞きします。 

 

議長（恩田 稔） 

 観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 ランニングコストについては、今、町長答弁にもありましたとおり、総額で 250 万円程度に

抑えたいと考えておりました。あそこの賃借料に関しては、一応、言ってはだめという話では

ないのですけれども、屋根の除雪とかと合わせても結構お安い金額でお借りさせていただいて

います。月額で言うと、大体片手くらいの金額でお願いしていただいています。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 

 でも、さっきのそういう説明よりは、やはり職員が４月から行ったり、コーディネーターを

したりとか、いろいろやるわけですよね。ですから、それを含めて人件費でいろいろやるもの

を計算して、それを示していただきたいというのが本音です。皆、町から出向だというのは、

それはゼロだということであれば、それはそれでけっこうですが、ただ、あれを運営するに

は、やはりお金掛かるのではないかと思います。実際の、後でまた「幾ら幾ら掛かるんだ

よ。」とか、「いや、そうじゃないよ。掛かりすぎるからちょっとここら辺をどうしましょう

か。」というのではなくて、ある程度の見込みを立てて、きちっと示していただきたいです。

新年度予算の前にそうしてください。もし、詳しいことで、どういうようなものを出していた

だきたいかというのは、後で私がお示ししますので、よろしいですか。 

それから、最後に町長、そのまちなかオープンスペースというのは、「分じろう」とよく課

長は言ったのだけれど、分じろうもなかなか昼間お客というか市民が集まらないし、ですか

ら、こういう展示会をやったり、昼間、お客を集めるのですよ。土日は学生がいっぱい入っ

て、居心地が良いですから勉強をしています。そういうふうにならないように、勉強部屋では

なくて、町民がきちっとあそこに行っておもしろいなというような企画を、十日町市の分じろ

うさんは、いろいろと企画されていくという話です。そういうことを率先してするように指示

していただけますか。どうですか。 

 



議長（恩田 稔） 

 観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 住民のかたからは、あそこに写真とか美術品を飾らせてもらえないかというような御意見も

いただいています。どういった活用ができるか、どういった企画ができるかというものをいろ

いろ検討させていただきたいと思っています。 

 

議長（恩田 稔） 

 ８番、村山道明議員。 

 

（８番）村山道明 

 あのスペースがどうなるかというのは、皆、期待をしていながら心配もされている。それが

現実でありますし、どんなものができるのだろうかなということを言っております。さっき言

いましたけれども、若いお母さんがたとか、子連れのお母さんがたがちょこっと道路で聞く

と、「もし良ければ行ってみたいな。」とか、「でも、あんまり期待できるんかな。」とか、「駐

車場がないからいけないよ。」とか、そんなことを言って、「まあ、ちょっとねえ。あそこま

で。」というような言葉を結構言っていましたので、そんなにお金を出してまで作って、果た

してどうかなと一瞬思ったわけです。ですから、ニーズの調査をしたとかいろいろおっしゃっ

ていますけれども、本当にそういう実態を、ニーズの実態を聞いたのかどうか。そこら辺を今

日は確認をしたかったのです。失敗ということもあるわけです。昼間なんて誰も通っていませ

んよ、あそこは。夜ちょっと学生だけというのが現実です。ですから、その点、期待を裏切ら

ないようなスペースを作っていくというのが必要かなと思っております。皆さん期待はしてい

るのですから、大事にまちなかオープンスペースを作ってください。 

以上で終わります。 

 

 

議長（恩田 稔） 

 換気のため３時 10 分まで休憩いたします。  ―（午後２時 55 分）― 

 ―（休憩）― 

会議を再開し、一般質問を続行いたします。  ―（午後３時 10 分）― 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

通告に基づいて質問いたします。 

１．まずはじめに、保育園増築工事の今後の方針について伺います。去る 11 月８日の再入札

の結果、不落となり、二度の不落となりました。 



（１）まずはこのことについて、町長の見解を伺います。当然、予定価格と応札価格との差

が大き過ぎたことには違いないと考えられますが、仕様書どおりに積算すれば、ほぼ同じ

ソフトを使っているので、各社で管理費や利益の金額が差となって表れるくらいではない

かと言われていますが、不落になるにはそれなりの理由があったと考えられます。既に２

回目の不落から１か月がたっていますが、どのように分析しているのか伺います。 

（２）そして、今後の方針を伺うものです。 

２．次に、デジタル化について伺います。暮らしがより便利になることを目的に、デジタル社

会を目指しており、コロナ禍で一気にデジタル化が進んだと言われています。国は、デジタ

ル庁を創設し、デジタル活用支援にも力を入れているところです。特に、地方在住者にとっ

て、デジタル機器を使いこなすことができたら、都会との格差が縮まり、地方移住者が増え

ることにも期待したいところです。一方で、デジタル機器に不慣れな高齢者等が置き去りに

され、不利益をこうむることがあってはならないと心配されます。御承知のように、最初の

新型コロナウイルスワクチン接種予約時には、インターネット予約が先行して大混乱となり

ました。また、今後、マイナンバーカードで多くの手続きができることを考えても、高齢者

や障害者等、デジタル化に不慣れなかたがたが不利益をこうむることはあってはならないと

考えます。そういったかたがたへの配慮を考えていかなければならないと思いますが、町長

の見解を伺います。 

３．次に、公共交通体系について伺うものです。津南町の公共交通体系がなかなか進展しませ

ん。これまでも、住民要望を訴えても、「それは交通事業者に影響するからできない。」と

か、「路線バスとの絡みでできない。」といった答弁に終始していました。これでは住民生活

は向上どころか衰退の一途です。国で定められた地域公共交通協議会だけでは、住民生活が

潤う交通体系にはなり得ません。令和４年度は、津南町民で組織する検討会を設置し、スピ

ード感を持って住民生活向上を図る必要があると考えますが、町長の見解を伺います。 

壇上では以上です。 

 

議長（恩田 稔） 

 答弁を求めます。 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 ７番、石田タマヱ議員にお答えをいたします。 

大きな１点目、「ひまわり保育園増築工事の今後の方針」に関する御質問の１点目、「ひまわ

り保育園増築本体工事等の入札不落について」お答をいたします。先ほど、桒原議員の御質問

でもお答えしましたとおり、現在も入札不落の状況にあることは、私といたしましても、町民

の皆様、議員の皆様に大変申し訳なく思っております。また、先日、御説明を申し上げたとお

り、不落の要因などについて、検証結果をようやく６日に実施設計業者から報告を受け、その

資料等を基に、今後の進め方について、年内の早い段階で議会に御説明をしたいとの思いです

ので、なにとぞ御理解を賜りたくよろしくお願い申し上げます。 

次に、２点目、「今後の保育園整備の基本的な方針について」お答えをいたします。これ

も、桒原議員の御質問にお答えしましたとおり、将来の保育園整備の方針については、ひまわ



り保育園増築棟整備に併せて、北部・こばと・ひまわり保育園の３園を統合、１園体制とし、

当面の間、ひまわり・上郷・わかば保育園の３園体制を維持するとの従来の考え方に変更はあ

りません。私にとりましては、実施設計委託業者選定のプロポーザルから始まり、パブリック

コメント、石田議員からも参画いただいた「保育園整備のための合同検討会」や、保育士を中

心とするプロジェクトチームでの検討、町長と語る会での説明と意見交換などを経て、また、

何より町民代表の議員の皆様がたの御理解のもと御承認をいただいた大切な保育園整備構想で

あり、各種予算であります。本整備構想は、大勢の皆様がたの御支援、御協力をいただいたな

かで、ここまで辿り着きました、津南の子どもたちのための計画であります。したがいまし

て、コロナ禍の影響による人件費や物価高騰という厳しい経済状況のなかにあって、多少時間

が掛かったとしても、ぜひ近い将来実現したいとの強い思いでございますので、なにとぞ議員

各位からも引き続き御理解賜りますようお願い申し上げます。 

大きな２点目、「デジタル化に不慣れなかたがたへの配慮について」お答えをいたします。

庁舎内及び出先機関のデジタル化は、職員の業務効率向上と簡素化に向け、整備を推進してお

ります。行政サービスの向上のため、押印の廃止や電子申請などデジタル化に向け整備を進め

ておりますが、デジタル化に不慣れなかたに対応するため、従来の窓口対応による申請手続き

なども残しながら、住民サービスの安定を図り、情報格差が生じないよう行いたいと考えま

す。また、マイナンバーカードの普及を図るため、マイナポイントの附与、健康保険証の利

用、免許返納者の身分証明書になることなどのメリットを周知し、少しずつデジタル化に慣れ

ていただくような取組を進めたいと考えております。また、今年から始めました初心者向けの

スマートフォン講座を継続しながら、デジタル化に慣れていただくように考えております。 

大きな３点目、「公共交通協議会の町民組織の発足について」お答えいたします。町地域公

共交通協議会は、公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、利用者、学識経験者などの合計

28 名で構成されております。利用者として、町議会総文福祉常任委員長である石田議員をは

じめ、老人クラブ、PTA、地域代表合計７名のかたが選出されております。まずは、この７名

の地域代表者の御意見を聞かせていただく機会を設けたいと考えております。公共交通体系の

整備は、地域のかたがた、交通事業者など、それぞれの立場の御意見や御要望を聞きながら、

町が対応できる予算内で実施するものと考えております。今後も協議会の利用者代表である地

域のかたがたのお声を聞きながら、検討を進めてまいりたいと考えております。 

 

議長（恩田 稔） 

７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

議長にお願いがあります。実は、保育園の２回目不落の結果を受けた報告が、昨日の議会

前、１時間に当局から説明をしたいという申し出がありましたが、議会側は１時間では足りな

いということで、議会が終わってからということでお願いをしたかと思います。それを考える

と、当然、結果は当局の中で出ていると思います。私は、この一般質問は既に通告をしており

ます。ですので私、今回、質問するに当たって、今の回答は余りにも当局の答弁は不誠実だと

思います。誠実に答弁をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。議長。 

 



議長（恩田 稔） 

 誠実に答弁していただきたいと思います。 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 そういうことで、当局には、質問したことには誠実に答弁をいただきたいと思います。 

まず、１回目の入札から２回目の入札を実施するに当たって、どの程度、金額的にも見直し

たのか。１回目の応札価格を鑑みて、２回目、落札すると考えた予定価格まで見直しができた

のか。まず、これを伺います。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育長。 

 

教育長（島田敏夫） 

 まず、１回目のこと、ということでよろしいでしょうか。１回目の入札の結果の後の２回目

に向かって。入札価格に差があったということは承知しているとこでございますし、また、そ

の価格差が埋まるほどの見直しをしたかどうかということについての御質問かと思います。ま

ず、いろいろ前回の協議会、あるいは９月に議会にも御説明があったかと思いますけれども、

一応、見直しを行ったなかで、建設の構造について鉄骨等にする見直しも考えたなかでは、そ

う金額的に大きな差が見られないという状況だということ。それから、地中熱等についても、

エアコン等の機器を考えたときには、ランニングコストを考えたときには、そう大きな差が今

後出てこないというようなこと。それから、施設を縮小して、かなり規模を縮小することにつ

いては、かなりの面積を縮小せざるを得ない部分が出てくるということのなかでもって、た

だ、そこまですると、これまで考えて、また、町民等に御説明してきた 

私どもが考えたなかでの木質、ゆとりのある空間、また、感染症対策等の整った空間と考え

たときには、そこまではなかなか至らないだろうなというようなことで、その入札価格が埋ま

るかどうかというところの十分な価格差に至るかどうかまでは、十分であったとは考えません

けれども、それを少し広めることによって、競争によって、その価格差が埋まるのではないか

と考えたところであります。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 今回、本体工事と機械設備、この８億なにがしの全体の入札ですよね。これを、私が聞きた

かったのは、この範囲で収まるという予想の予定価格を立てたということでいいのですね。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 



教育次長（髙橋昌史） 

 私どもも１回目、不落に終わりまして、今ほど、教育長のほうから答弁申し上げたところ

で、金額については、当然、入札の関係がございますので、私どもの口からは申し上げられま

せんが、私どもが設計費を基に予定価格を立てたということで、そこのなかで落札をできるも

のだということで、もちろん設計のほうを出して、私どもは入札をかけたわけでございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 分かりました。当然、落札をするだろうという予定のなかで実施設計者と協議をして予定価

格を設定したということで受け取っていいわけですよね。そういうことですよね。分かりまし

た。 

 それはそれとして、では、これからスケジュール的にはどのようになりますか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 スケジュール的なことも、先ほど答弁で申し上げましたように、今回の証結果を基に今後の

進め方をまた決定をするということになってございます。この進め方等も、かなりスケジュー

ル感が関わりを持ってきますので、今現在は、スケジュールについてはお答えすることはでき

ません。ただ、当然のことながら、７月、11 月と２回の不落に終わっているということで、

かなりスケジュール的には工期的には遅れているかと、そういうふうには感じてございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 では、スケジュール的には、まだ全然検証はしていないという段階ですか。 

 

議長（恩田 稔） 

教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 スケジュールは、今後の進め方がこの検証結果を基にして、進め方が決まれば、ある程度の

スケジュール感はお出しできると思ってございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 



 

（７番）石田タマヱ 

 では、３回目の入札をするのか、というところはどうなのですか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 そこを先ほど答弁でも申し上げましたけれども、今、検証してございます。この検証結果を

基に、最終的な判断をされるということでございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 では、昨日、９時から説明をしたいというのは何を説明したかったのですか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 これも先ほど答弁でございましたけれども、私ども、この結果について、設計業者とよく協

議をしていきました。先ほど、答弁申し上げましたが、やっとその検討資料、結果が月曜日の

日、６日に私どもに届いたということでございます。その結果について、まずは議会のほうに

というようなことで私どもは考えておったのですが、いろいろまた議会のほうと調整をするな

かで、もっと丁寧に説明したほうがよろしいということでしたので、そういうことでございま

す。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 昨日、説明しようとしたのは、ただ不落になったということだけを説明しようとしたという

ことですか。３回目の入札をしたいとか、そういう説明はするつもりはなかったということで

すか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

 



教育次長（髙橋昌史） 

 不落の結果ではなくて、不落になったことの検証結果をお願いしたわけで、また検証結果が

できてきたときに御説明を詳しくさせていただきたいとは思いますけれども、例えば、県のほ

うに資料提供を求めたり、また、御助言等々をいただくなかで、いろいろな検討項目、こうい

った所をチェックしたほうが良いというものがありまして、そういったことに基づいて、町と

して、また一つずつ検証していかなければならない。そこに、当然のことながら、実施設計業

者からもヒアリングをしてもらったり、設計自体について、いろいろ検討していただきたいと

いうものが出てまいりましたので、それを業者のほうにお願いをしまして、その結果が来たと

いうことでございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

では、議会に昨日、説明しようとしたことの内容は、検証の結果ではないのですね。検証結

果ではないのですね。昨日、説明の時間を取ってくれと言ったのは、検証した結果を議会に説

明しようとしたわけではないのですね。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 今ほど申し上げましたとおり、実施設計のほうにお願いをしていた検討資料、そういったも

のが６日の月曜日に提出されましたので、その結果について、議会に。ですから、時間のほう

も、それほど必要ないのかなということではございました。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 分かりました。ともかく、ただ、不落になったということを伝えたい。まだ検証が進んでい

ないという状態だということですね。３回目をするか、しないか、どうなるかということは、

全くもう１か月以上たっていますけれど、検討していないということでよろしいのですか。イ

エスかノーでいいです。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育長。 

 

 

 



教育長（島田敏夫） 

 本来であれば、もっと早くそういった検証の結果を御説明して議会に臨めれば良いというこ

とだと思いますけれども、今、お話しましたように、業者からの資料等の到着が６日だったと

いうことで、それを受けて、十分検討しなければいけないという状況でございます。その状況

について、検討といいますか、業者の結果を踏まえながら、今、こういう状況で不落になった

ということの原因をそこで御説明しようと思っておりました。それも今の御説明の中で、今

後、どういうふうにしようかということの、検討するかどうかということだと思いますけれど

も、それも含めて、今、検討をしているところでございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 ２回目の不落から１か月以上たっているのに、当然、そんな簡単には検証結果が出るわけで

はないと思いますけれども、議会に説明したいというのは、ただ、こういう事情で不落になり

ましたなんていう説明よりも、これからどうしていくかということの方針の説明をしていただ

ければ良いのではないかと思いますけれども、そこはまだ出ていないということですね。昨

日、１時間説明しようとしたなかでは、それはないということですね。そういうことなのです

ね。そこだけイエスかノーでけっこうです。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育長。 

 

教育長（島田敏夫） 

 今、その結果について検討しているという段階です。よろしいでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 検討している状態で、まだこれからどうするか、１か月以上たっているけれど、当局として

は方向性もまだ掴めていないという状態だということで間違いないですか。イエスかノーでけ

っこうです。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 先ほどから答弁していますように、検証結果が出て、その検証結果を基に、この先の進め方

を決めるということについて、まだ結果が出ていないということでございます。 



 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 これだけ時間が掛かっても、まだそういうことができていないということで、大変遅いと思

います。スピード感を持ってやるべきだと思います。 

今度は仮の話になります。まだ３回目の入札をする・しないが決まっていないということで

すので、仮に、３回目を入札するとしても、しないとしても、しなければ、これは何かしらし

なければいけないわけですが、この事業が令和３年度に予定した事業ができないわけですよ

ね。今、この段階にきていれば。できませんよね、工事なんか。環境省の補助金はどうなるの

でしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 環境省のほうにも、この結果等々については、お話をさせてもらってございます。ただ、繰

り返しますが、今、検討しておって、検討結果を基に今後の進め方を決めていくということで

ございますので、その進め方が決まり次第、またどういうスケジュール感になるか分かりませ

んけれども、環境省にもまた御助言等いただきながら、できることをしていくということで考

えてございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 誠に私、不誠実というかいい加減だなと思うのです。だって、補助金なり、財源確保できな

ければ、この事業を進めるわけにいかないでしょう。そして、町長は一方では、「どうでもす

るのだ。私はやり切るのだ。」と言っていますよね。環境省の補助金、では、起債はどうなの

でしょう。今年度予定した起債がありますよね。令和３年度は４億円、令和４年度が５億円。

これは来年度、９億円の起債、借りられるのですか。 

 

議長（恩田 稔） 

総務課長。 

 

総務課長（村山詳吾） 

 起債についてなので、総務課のほうからお話させていただきます。今ほど、次長が話したと

おり、まだ進め方が決定していないということでございます。それが決まり次第、また県へ連

絡なのですけれども、起債につきましては、年度末に借りるというかたちになっておりますの



で、現在、予定だけ申請しております。それはまた結論が出次第、また県と協議するようなか

たちになります。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 今年度、事業をしなくても、それは確保できるということなのですか。どういうことなので

すか。 

 

議長（恩田 稔） 

総務課長。 

 

総務課長（村山詳吾） 

 仮の話はあれなのですけれども、一応、今年は事業をするということで、起債の枠を現在、

仮予約というわけではないですけれども、取っていただいております。そして、それにつきま

して、もし変更するようであれば、その後、県との協議になります。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

これだけの大事業で、通告もしています。全く私、当局は不誠実だと思います。本当にこれ

で進められるのかなと。起債だって、正直、今年だって起債総額が、さっき私が４億円と言っ

たのは総額ですね、総額で４億円ですよ。これがもし、保育園に今年の分、来年に上乗せなん

ていうことになって、ほかの起債事業が何もできないなんていうことは考えられないのでしょ

うかね。大丈夫なのですか。本当に財源大丈夫なのですか。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（村山詳吾） 

 それにつきましては、また県との協議になりますので、また必要な事業については要望して

いきたいと考えております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 まず、財源の確約がなければ進めるべきではないと思います。当然だと思います。 



では、何を言っても検証中、検証中だから、質問のしようがなくなるのですけれども、町長

に伺います。町長、町長に伺います。３回目の入札は、町長の中ではするべきだと考えていま

すか。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 皆さんちょっと先に考えが行き過ぎているように思います。今、６日、月曜日に実施設計業

者から、それぞれの単価について、結局どうだったのかという結果について報告を受けている

ところです。コロナ禍による資材高ということも大変大きく影響していると。そういった時代

状況のなかでのことであったというふうにも思います。それを受けて、どうするかということ

をこれから決めさせていただいて、皆さんに御理解いただくということですので、３回目が決

まっているとか、いないとかということは、現時点においては何とも申し上げられません。

私、答弁で申し上げましたとおり、これは、子どもたちの保育環境にとって重要な政策でござ

いますので、このコロナ禍の状況を見極めたとしても、多少時間が掛かったとしても、ぜひ近

い将来、実現させるべきものと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 では、先ほど、桒原議員もおっしゃっていました。「この仕事をやり切らせていただきた

い。本当の町長にならせていただきたい。やり切るということを子どもたちに見せたい。」、こ

の気持ちは変わっていないのですね。町長、イエスかノーだけでいいです。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 はい。それは変わっておりません。この仕事という、指していることですけれども、子ども

たちの保育環境の改善という意味でございます。ですので、捉えられていることが、私の中で

はもっと大きな意味で申し上げています。ですので、この事業うんぬんの話で、その言葉が出

てきたわけではありません。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

 

 



（７番）石田タマヱ 

では、「本当の意味で町長にならせていただきたい。」、この意味は何ですか。町民に分かる

ように説明してください。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 先ほど来、桒原議員にも申し上げてきているとおり、保育環境の質の維持、向上というのは

必須でございます。同じ学年で３人とか４人に ―（石田議員「その話は十分聞いていま

す。」の声あり。）― なってきているなかでの、では、大人と同数なわけですよね。 ―（石

田議員「『町長にならせてください。』というところだけ答えてください。」の声あり。）― そ

うすると、どうやって子どもの育ちの状況を保障して、より良い子育て環境を整備していくか

ということに非常に大きな責任があると思います。それが一つです。あと、もう一つは、家族

ニーズです。子育て支援のニーズは多様化しています。それに対する答えを作っていかなけれ

ばいけないです。そうしていくと、やはり、現在の５園の状況から再編をさせていただいて、

保育サービスを整えていくということが必要だと思っています。それについての発言というこ

とで、捉えていただきたいと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 この保育園事業は、町長を本当の町長にするための事業ではありません。と、住民は多くが

そういう反応を示しています。 

 では、ちょっと視点を変えて、最初、これはプロポーザルをやりましたよね。その時に、総

事業費というのは参加事業者に示してあったのでしょうか。予定総事業費というのは。イエス

かノーだけでいいです。 

 

議長（恩田 稔） 

教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 示してございました。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

 

 



（７番）石田タマヱ 

 そうしましたら、あの当時は、基本設計で 10 億円と言われていたのですよね。それが実施

設計をしたら 11 億円になってきたのです。それなのに、11 億円でも、総事業費、入札がこれ

は二度も不落だと。全部 11 億円、総額の入札ではないですけれども、二度も不落だというあ

たりで、これは実施設計業者への責任というのはどう考えていますか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 これも今現在、検証しておるところでございまして、実施設計から出していただい検討資料

を基にして検証しておるわけでございまして、そういったものを含めますと、今現在、責任う

んぬんということの答弁は控えさせていただきたいと思っております。 

 

議長（恩田 稔） 

７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 私は、さっき壇上でも申し上げましたように、きちんとした仕様書が出されれば、ある程

度、その金額をはじくソフトというのは大体皆共有したようなソフトを使っているのだそうで

す。そんなに差が出るわけがない。先ほど、桒原議員も「こんなこと通常で考えられない。」

と言われましたように、そんな差が出るわけがないと言われています。だから、私は、実施設

計は本当に誠実だったのかなあ、それとも、実施設計は誠実だったけれど、それを町長が予定

価格を作る段階で、建てる段階で、かなりの金額の差を付けたのかなという思い込みなので

す。私は、もし、誠実に実施設計が来たものを基にして、町長が予定価格をはじいたのであれ

ば、これは実施設計業者への責任も追及するべきではないかというふうに考えますが、また、

実施設計業者も信頼、信用性に関わってくる問題だと思うのです。だから、公共施設で二度の

不落なんて本当は考えられないと、私はいろんな人から教えてもらいました。では、これから

実施設計事業者への責任というものも、今後、視野に入れたなかで検証するということでよろ

しいのでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 それは、検証結果を。まず、私どもは今、検証していますので、検証結果を見てということ

でございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 



 

（７番）石田タマヱ 

 検証結果はいつ出るのですか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 先ほども答弁のほうでお話させていただきましたけれども、私どもとしては、年内早めにと

いうことで考えてございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 では、昨日、１時間予定していた説明というのは、議会が終わってすぐ、その場を設けて

も、また今日と同じように「検証中です。」ということしか答えられない状態だということで

すね。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育次長。 

 

教育次長（髙橋昌史） 

 何回も申し上げてございますが、そのとおりでございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 ２回の不落の混乱、また、３回目に入札するのかどうかは分かりませんが、落札できなけれ

ば、町長のめんつが潰れるなんて話ではなくて、津南町が地に落ちると住民は心配していま

す。この責任は、町長、どのように考えていますか。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

町民の皆様、議員の皆様、大変御心配をお掛けいたしましたこと、大変申し訳ございません

でした。今後につきましては、ぜひ、実現できるかたちで実現させてまいりたいと思っており

ますので、引き続き、御理解をいただきたいと思っております。 



 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 混乱させただけではなくて、町の持ち出しも無駄な経費が相当出ているはずです。税金が無

駄に流されているはずです。そこのところもよく考えていただきたいと思います。 

今の町長の話を聞くと、やり切らせていただく、やるということです。やるはやるにして

も、先ほど、2025 年には供給過多になるという話がありました。桒原議員とのやり取りの中

で。どう考えたって 200 人で足りるでしょうというのを 250 人の規模にしています。供給過多

と言われている矢先、津南町が供給過多の先頭を走るのではないですか、これ。なんで規模を

見直しするということをしないのですか。なぜしないか、その理由だけ簡単に答えてくださ

い。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 これまで申し上げさせていただいたとおりであります。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 社人研のデータを基にしてはじいたのは、実際はじいたのは、もう六、七年前になりますで

しょうかね。この数字、250 を出した数字は。その後、最新のやっぱり情報、データを基にし

てやるべきだと思いますよ。供給過多になると言われていて、津南町は必要ないのを造るので

すから。250 人なんていう。そこはやっぱり速やかに見直すべきですよ。供給過多の先陣を切

っているじゃないですか。それをまず一つ、お願いをします。 

 そして、町長に申し上げます。やり切ることも一つの方法かもしれませんが、やり切るにし

ても、今、立ちどまって、もう一度基本に返って、これだけ住民の反対もあるなかで、皆でも

う１回、子育て・幼児教育とはどういうものか、そういうところから考えませんか。無理に進

める、私はやり切るんだ、やり切るんだということで、無理こと進めることよりも、立ちどま

る勇気も必要だと思いますが、どうでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 町長。 

 

 

 



町長（桑原 悠） 

 議員の力強い御指導、大変ありがとうございます。そういった、ぜひ冷静な議論が今後、で

きると良いというふうに期待しております。子どもたちにとっての子育て環境を向上させてい

かなければなりません。議員皆様にも見ていただきました、改善しなければいけない所がある

なかで、我々としては、現在、お示ししているこういった方向で保育環境を改善させていただ

きたいのだということでの今回の計画でございました。そういったことで、今後、皆様に年内

早いうちにお話をさせていただきますが、ぜひ冷静な議論をして、これから子育て・教育関係

をどうしていくのだという話がぜひできてくると良いと、そうさせていただきたいというふう

に思っています。 

 そして、公共建築物を建てる際の、今の予算の感覚ということについても少し触れさせてい

ただきます。建設工事費デフレーターという、政府の統計データがございます。年々どれくら

い建設工事費が上がっているかということでございます。住宅建築ですので参考までにしかな

りませんけれども、例えば、私、今 35 歳ですが、昭和 61 年生まれです。このときに同じ建物

を建てるのと、今日、令和３年同じ建物を建てるので、建設工事費が上昇してございます。簡

単に言うと 30％上昇しております。となると、30 億円のものを建てる、仮にそうした公共建

築物を建てるときに、35 年前は 30 億円でできたとしても、今、建てると 39 億億円掛かりま

す。そうしたなかで、建物を建てるということに対して、予算が掛かるような状況になってご

ざいます。ですので、現在の津南町の財政状況ですとか、今後の見通しを踏まえたなかで、適

正な予算、適正な規模で、それぞれの公共施設を建て替え更新していく、あるいは長寿命化し

ていくということが必要でございます。保育園に関しては、供給過多というのは、全国的に

2050 年、定員でですよ、保育士とかではなくて、延べ床面積のことです。供給過多になって

いくのですけれども、津南町に関しては、今５園あって定員は埋まっていませんよね。全部埋

まっていないなかで、それを再編していこうと。園については、当面３園にしていこうという

ことですので、そういったことで、そういった方向性については、津南町としては取らざるを

得ないのであろうと思っております。ぜひ今後、検証結果をお話させていただいたなかで、保

育の面で、どのように本当に津南町を進めていかなければならないのかということに関して、

ぜひ、議論をさせていただきたいと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 今、町長が今後そういったこと議論を進めたいということですので、この案件については、

もう１回、皆で議論をし合いましょうというふうに今の町長の答弁は受け取って間違いないで

すね。 

 

議長（恩田 稔） 

町長。 

 

 



町長（桑原 悠） 

年内の早いうちに検証結果について、この間、どういったことが起こっていたのかというこ

とについてお話させていただいて、今後の方向性についてお示しさせていただきますので、そ

のうえで、その素材を見たなかで、議員の皆様と今後の方向性についてお話をさせてくださ

い。これまでの話でいうと 11 億 4,000 万円の総事業費で、うち過疎債が７割です。国の補助

金も頂きます。町の持ち出しは３億円ほど。年で割って償還していくと、年で同じわけではな

いのですが、3,000 万円ぐらい払っていくような、ピーク時ではそういうような計算になって

まいります。現在はそういうことですけれども、35 年前はさっきの計算でいうと８億円で建

てられたかもしれない。単純で言うと、そういうことになっていますので、そういった建物を

建設するのに予算が掛かっている状況のなかで、どういう保育園が必要なのかというお話をぜ

ひさせていただきたいと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 当然、今、ウッドショックで木材が急激に上がっている。また、東京オリンピック等々で鋼

材等々も非常に上がっているというなかです。そういったなかで、これを無理こと、今どうし

てもやらなければいけない、やり切らせてくださいなんていうことではなくて、もう少し冷静

に考える必要があると思います。当然、10 年たてば、建築価格がどう変わるかというところ

もあるのですけれども、たとえ、１年遅れ、２年遅れしたとしても、本当に今必要な建物、そ

れを建てるのであれば、子どものためにと、住民の皆さんは理解を示してくれると思います。

しかし、今、反対している皆さんだって、自分なりの子育て信念を持って反対をしているので

す。町長が、町長の思いだけが正しい、これからの子育ての正しい方向だということではない

のです。いろんな意見があります。だから、反対している人たちも、自分たちのいろんな経

験、あるいは勉強をして、幼児保育、幼児教育とはどういうものか、そういうものを勉強した

なかで、反対をしているのです。今、ここに 250 は必要ないと言っているのです。ですから、

そういった意見を素直に聞き入れる姿勢を町長には今後持っていただきたい。自分の考えだけ

が正しいわけではないということで、そういう姿勢を持っていただき、冷静に、町民皆で本当

に必要な保育園、子どものためだから、お金を掛けるのは嫌だと言って反対しているわけでは

ないということを理解をして、今後、慎重に進めていただきたいと思います。今ほど町長か

ら、「冷静に皆で議論をして。」というふうに言われてましたので、そういうことを信じていた

いと思います。 

 それから次に、時間がなくなりました。デジタル化について伺います。先ほどから、移住・

定住の窓口を設置というような意見も大分出てきているのですけれども、まず、町長に伺いま

すが、今のこのデジタル化のなかで、高齢者がなかなかこういったことに不慣れなのですけれ

ども、この辺りをどういうふうに考えていますか。 

 

議長（恩田 稔） 

町長。 



 

町長（桑原 悠） 

私の認識ということですので、私のほうから答えさせていただきます。先入観はいけないと

思っていて、高齢者だから端末を使えないとか、そういったことはすべきでいないというふう

に思っています。あと、デジタル化、デジタルトランスフォーメーションが進むというなか

で、それはついていけない高齢者が悪いのだということではないと思います。そういうことで

はなくて、例えば、それをプログラムした人の使い勝手の工夫が足りなかったのではないかと

か、そういった寄り添ったサービス提供が果たしてかたちとしてできてきたのか、そっちの方

向が問われてくる問題だと思っています。決して高齢だから使える・使えないとかではなく

て、そういった国のデジタル化の流れはいろいろなかたがたを取り残さない、寄り添うような

デジタルトランスフォーメーションだというふうな言い方をしておりますので、まさにそうい

ったことだと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

高齢者だからということではないのは確かです。こういったことに不慣れな人への配慮です

ね。実際、この津南町の中で、どういう方法を。最近、スマートフォンの講習会ですか、公民

館でやりましたよね。本当に良いことだと思うのですよ。私、まず、高齢者というか、私がよ

く相談をいろんな人からもらって言われるのですけれども、「言葉一つ分からないことがある

のだけれども、これをわざわざ役場へなんて行って聞くのはしょうしくて（※恥ずかしくて）

聞かれない。誰かどっか教えてくれるところがねえかと思う。」、あるいは、「このパソコンを

開いてても、何かこれ、ちょっと普段と変わったものが出てきた。これどうしたらいいのか分

からない。」、そういうものを気楽に聞かれる所が欲しいと言われるのですが、そういった窓口

を設置する必要が私はあると思うのです。例えば、私の構想だと、公民館にその窓口があれば

良いかなと思います。それで、実は、公民館にエクセルの講習会やワードの講習会、これもい

らないとは言いませんけれども、もうこれからの時代だから、いろいろネットを使った講習会

をしてくれないかなと行きましたら、公民館に Wi-Fi 設備がないのです、Wi-Fi 環境が。私、

今この場で、ぜひ公民館にその窓口を設置してほしいということと、公民館に令和４年度、

Wi-Fi 環境を整えてほしいと思っているのですが、いかがでしょうか。 

 

議長（恩田 稔） 

 教育長。 

 

教育長（島田敏夫） 

 ありがとうございます。公民館での高齢者のスマートフォン教室については、私も確認しま

した。感想をお聞きすると、「その場では分かったけれども、しばらくすると忘れてしまっ

た。」と。「機会は良いけれども、これ１回ではだめだ。」というような感想がたくさんあった

ことを承知しております。そういうことから考えると、何かしらそういった相談の窓口という



のは必要であるのだなと。当然、そういった業者に聞きに行けばきっと良いのでしょうけれど

も、なかなかそこはやっぱり敷居が高いのだと思います。ですので、公民館が良いのか、どう

いう状況が良いのか、それは検討する必要はあるかと思いますけれども、何かしらそういった

場は必要ではないかなと思っております。 

また、Wi-Fi 環境がないということについては、私も今初めて分かりましたので、そこはち

ょっと確認をして、検討すべきところがあれば検討したいと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

 観光地域づくり課長。 

 

観光地域づくり課長（石沢久和） 

 私のほうから、そのようなサポート体制については、以前、筒井議員からも同じようなこと

を言われたことがございます。こちらに関しては、民業としてやっていただくのが良いのかな

というふうに、実は、その時お答えさせていただいたのですけれども、先日、実は企業誘致の

関係で、ある市町村に行かせていただいて、そこでは、都会の IT 企業が進出していたのです

けれども、そのかたが地域のお年寄りたちに対してのパソコンサポートを事業としてやってお

りまして、こういったかたちも無償で教えていただいたりというようなことをやっていただい

ている事業所がございます。今、そういった企業からも津南町にお出でいただけないかなとい

うふうにいろいろと打診をさせていただいているところでございます。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

 観光地域づくり課にも私、そんなことを言ったことも。確か持続化給付金をネットでないと

だめだというようなこともあったりして、言ったこともあるかと思うのですが、これは、庁舎

内の何々課の所と言われても、実際、そこに相談に来る人は、正直こんなことも知らないのは

恥ずかしいというような思いを抱えながら来るものですから、できれば、出先の公民館あたり

が窓口になったほうが良いと思いますし、今ほど教育長がおっしゃったように、１回では家に

帰れば忘れてしまうこともあります。ぜひ、根気よく、これからの時代に、皆が足並み揃えて

良い利益をこうむるようなかたちで環境を整えていただきたいと思います。 

 それから、時間がなくなりました。公共交通について伺います。今ほど、「国が設置してい

る地域公共交通協議会、そこに参画している住民だけで話を聞く機会を作れば。」というふう

に言われました。それでも良いと思います。というのは、やはり公共交通協議会、あれは本当

に偉い人から、交通事業者から、いろんな人が来ていますよね。本当に申し訳ないけれど、私

たちが気楽に「あそこが不便で困る。」なんていうことが言えるような状態の会議ではない

と、私も何度か参加をしていますけれど、そんな雰囲気を受けるのです。当然、住民代表で来

られたかただって、気楽に「あそこは、ここは。」という話はなかなか出しにくいと聞いてい

ます。ですので、そこの、ともかく津南町の住民、住民の意見を十分に生かされる集まり、

会、それが私は絶対必要だと思います。そこで公共交通として、きちんとした体制ができなく



て、どうしてもこの部分は補完体制が必要だというところも出てくると思うのです。今、福祉

で補完が多少ありますけれども、補完もかなり拡充し、充実しなければならないのではないか

と思うのですが、そういった細かい所をやっぱり住民目線でしっかりと協議をしていかなけれ

ば、住民生活は、今のままではとても前には進みません。衰退の一途です。ぜひ、令和４年度

は、その組織を発足していただきたいと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

 総務課長。 

 

総務課長（村山詳吾） 

 町長答弁でもあったとおり、この公共交通協議会の中の地域代表の７名のかた、総会は総会

として会は設けますけれども、その７名のかただけで集まって意見を聞くような会を設けたい

と思いますので、また議員からもよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長（恩田 稔） 

 ７番、石田タマヱ議員。 

 

（７番）石田タマヱ 

それも公共交通協議会が年に２回ぐらいでしょうか、開かれる。その前段として、年２回ぐ

らいやれば良いのだという話ではなくて、やっぱり私の理想としては、月１回ぐらいしっかり

と、本当にこの事業を進めるのだというもとに、しっかりとやっていかなければならないと思

いますので、やれば良いという話ではなくて、やっぱり住民生活をもう少し前に進めていかな

ければならないと思います。そういったことで、令和４年度は、もう少し機動性のある公共交

通体系にしていただきたいと思います。 

終わります。 

 

 

議長（恩田 稔） 

 以上で一般質問を終結いたします。 

以上で本日の日程は全て議了いたしました。 

明日は定刻の午前 10 時に開議することとし、本日はこれにて散会いたします。 

 

―（午後４時 07 分）― 
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